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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（澤里富雄君）  本日もよろしくお願いいた

します。 

 ただいまから、本日の決算特別委員会を開きます。 

 直ちに付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成22年度久慈市一般会計歳入 

          歳出決算   

○委員長（澤里富雄君）  認定第１号を議題といたし

ます。 

 この際、昨日の小野寺委員の質問に対する保留中の

答弁を求めます。外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  昨日の小野寺委員のご質問

の中で、補助金の延滞金にかかわって、その他の補助

金等について、その有無がないのかというふうなご質

問でありますけれども、市からの補助金についてでご

ざいますけれども、通常、年度内確定により精算の方

法をとっていることから、延滞金の発生の事例は今の

ところないということであります。 

 それから、その他の債権債務についてでありますけ

れども、それぞれの個別法等により対応しているとこ

ろでありまして、今回の事例には当たらないというこ

とになろうかと思いますので、ご了承願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の答弁、ちょっと後段の部分が

ちょっと聞き取れなかった部分あるんですが、再度聞

かせてください。要するに、通常の事例がないという

と、後段の部分では個々、個別の対応だから、そうす

れば、課すこともある、課さないこともあるという、

そういう意味ですか。ちょっと後段の部分聞こえなか

ったので、済みません。 
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○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  例えば、水道料金等で申し

上げますと、根拠法令等が現在のところないというふ

うなことから、延滞金については徴収をしてないとい

う、そういうふうなことの意味でございます。ですか

ら、それぞれの根拠法令に基づいて対応してるという

ふうなことでございますので、その辺はご理解いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、今回の森のトレーで

の補助返還にかかわっては、延滞を求める、延滞税を

課する根拠法がないということで、利子をかけてない

という理解でいいんですか。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  今回の事案でございますけ

れども、これはきのう来ご答弁申し上げておりますが、

国・県・市とのかかわりの中の補助金返還のスキーム

の中で対応してきてるわけでありまして、特にも県と

国の協議の中では国は延滞金を求めないということで

すよね。県から市に対する請求についても、これは確

認の中で、県は国から延滞金を猶予された場合には、

免除された場合には、市に対しても県は市に延滞金は

求めないというふうなことを県と協議をしてるわけで

あります。それに基づいて、市とすれば、そのことを

市として判断をして、そして組合のほうに対しても延

滞金の請求はしていないというふうな、そういうふう

なことでありますので、その点でご理解いただきたい

と思います。 

 ただ一方では、例えば県の補助金、国と県の補助金

があるわけですが、県の補助金約２億5,000万円、そ

れも請求されてるわけでありますけれども、そのこと

によって、例えば、久慈市が生産組合に延滞金等につ

いて請求するというふうなことになった場合に、これ

までの県と市の協議の中でのスキームがそこのところ

で崩れると言いますか、県としても、それであるなら

ば市のほうに延滞金については請求するというふうな、

そういうふうなことになるのかなというふうに、今認

識をしているところでありますので、いずれ国・県・

市・組合の補助金返還のスキームの中で、市とすれば

延滞金は請求をしないというふうなことでの意思決定

をしているところでありますので、そこはご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  崩すつもりはないんです、確認で

す。だから、きのう来ずっと言ってる国・県との流れ

の中で、そういう枠組みの中で、延滞税をかけないん

だと。あなた方の言うそれはそれとしてわかりました、

いい悪いは別として。問題は私が聞きたいのは、要す

るにかけない、根拠法がないからかけないのかと、根

拠法はあるのかないのか、この問題というのは。ない

からかけないのか、あるけども、そういう枠組みの中

でかけないということなのか。そこんところはっきり

してもらえばいいんです。いい悪いは別にして、そこ

のところはっきりしてもらえばいいんです。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  この補助金にかかわって、

久慈市とすれば、補助金交付申請に基づいて組合のほ

うに補助金について支払ってるわけでありますので、

その補助金交付申請上は延滞金の請求ってことは当然

条文にありますけれども、冒頭申し上げましたように、

スキームの中での判断として延滞金は請求をしないと

いうことでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、質疑を許します。藤島委員。 

○藤島文男委員  商工費のほうで、ページが137ペー

ジ、ここの山形町商店街活性化事業費補助金について

お伺いします。 

 これはどういう事業であるか。そして補助の目的。

そして、その結果、把握されてる分の成果といいます

か、結果等について、まず最初にお尋ねします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  山形町商店街活性化

事業費補助金にかかってのご質問でございますが、目

的、成果等ということで、町民参加のガタゴンまつり

の実施、また、消費者と商業者の交流の場として各種

イベントを実施し、ガタゴン物産館の活用、それから

地域の食文化と技の伝承イベント等を行うこととして、

これに対する商工会議所経由の補助金でございます。 

 成果等についてはイベントの実施等での商店街のに

ぎわい等をやっているものでございます。主なイベン

トはガタゴンまつりということになります。 

 以上です。 
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○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  ご説明いただきました。大変いいこ

とだと思いますし、特に私がかつて30年ぐらいも前に

若干２年ぐらいですけども、お世話になった元の当時

の村ですので、地理・地形・民情等については皆さん

と同等、あるいはそれより若干理解できているつもり

であります。特に商店街の活性化というのは単に商店

街だけでなくして、旧山形村、あの地区の大きな活性

につながると思いますので、引き続き可能な限り補助

をして、いろいろの目的、細部にわたればいろいろ理

論上あるでしょうが、元気の出る地域にしていただき

たい。特に私が感じたのは、広報の手段においてチラ

シといいますか案内といいますか、あの構成はすばら

しかった、立派にできてるなと。私があそこの地区に

住んでだったが故に、何か様変わりしたような、わく

わくするような、希望の持てるような立派な内容だっ

たなと。担当の方中心によく校正してああいう案内で

きるような、それこそチラシといいますか、あれを作

成したものだと感心しております。今後とも、ややも

すると地域の活性化とか商店街というと、どうしても

それこそ旧久慈市街が中心になるような感覚を持って

ますけども、そうではなしに離れた地域こそ元気を出

していく源になる事業として、今後も大いに頑張って

いただきたいと、そのように思います。 

 以上、私の質問ですが、コメントがあればよろしく

お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  議員さんおっしゃる

とおり、久慈市のいわゆる中心市街地のみならず、各

地域の商店街等もあります。特に山形地区において、

事業の助成、事業等によりまして、地域内の振興はも

とより久慈市内からも、市内というかこちらからも誘

客等もあったこと、交流等をもたらすこと、それから

夏のイベントとしてかなり定着していること等から広

報等にも力を入れて、今後とも頑張っていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  先週土日のガタゴンまつり、お天気

にも恵まれて、盛況に終わったと思いますが、山形町

の振興には大変すばらしいぐれっと山形街道祭だった

と思っております。その辺のことしの状況を大まかで

結構ですので、おわかりでしたらお聞きしたいと思い

ます。 

 それと、135ページの下から２段目、巽山・小鳩公

園整備工事のとこでございますが、成果に関する説明

書のほうの56ページにもございますけれども、こちら

3,162万円のやつがありまして、本年度に繰り越しと

いうことで、524万1,000円とあります。これは本年度

もこの524万円の工事の分は終わっているのか、その

辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  巽山公園等の工事に

かかわっての繰り越し明許分の本年度ですが、５月に

終了しております。この内容につきましては園路の舗

装と病院跡地等への看板の設置等でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  ぐれっと山形街道

祭についてでございますが、10月８日、９日の２日間

にわたって、実行委員会において開催されたものでご

ざいます。10月８日の土曜日でございますが、入り込

みの状況は6,116人、９日日曜日が9,121人、合計で１

万5,237人でございまして、昨年に比べて1,538人の増

というような状況になっております。 

 また、スタンプラリーということで実施しておりま

すけども、前年度より１ポイント多い18ポイントで実

施されておりますが、その中で18ポイント完全制覇と

いいますか、全部回られた方が113人ということで、

前年から47人ふえてるというような状況になってござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  ぐれっと山形街道祭、本当にすばら

しいお祭りになってきたと思います。これからも継続

して盛り上げていけるようにしていただければと思い

ます。 

 先ほど、今年度分の繰り越し分、５月に終了したと

いうことでした。あそこは以前小鳩公園ですけれども、

トイレがありましたが、トイレが今もうない状態で完

成ということですが、あそこはもともとトイレはなく

するような予定であったのでしょうか、その辺をお聞

かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 
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○商工観光課長（面代民義君）  小鳩公園部分の工事

にかかわって、トイレの廃止についてでございますが、

巽山公園・小鳩公園、これを一体となって整備し、土

風館を中心として、いろんな形で検討を重ねまして、

小鳩公園をもう少し憩いの場として整備したいという

ことで、トイレは撤去しまして、土風館の利用をして

いただくというふうに検討した結果でございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  あそこはすぐ道路を挟みまして道の

駅のトイレもございますので、その辺はあそこをまた

新しくということでなくてもよろしかったと思います。

それで巽山公園のほうにトイレもございますけれども、

そこの下の県病の跡地の駐車場、あそこをイベント広

場ということでも整備してございます。そのイベント

広場、以前にも出ましたし、今回の一般質問にも出て

おりましたけれども、イベント広場としてこれからも

活用していくためには、やはりトイレがあそこに必要

かなと。いろいろ地すべりとか、そういうことで難し

いというお話もありましたが、駐車場だけではなくて、

イベント広場として、これからどんどん活用していっ

ていただきたいところがございますので、何とかトイ

レは簡易でなく、常設のものでできないかということ

で、そこの辺もお聞かせいただきたいと思います。 

 それともう一つ、137ページの上段から８行目ほど

の所に空き店舗のチャレンジショップ事業がございま

す。それが説明書のほうだと57ページにございますけ

れども、このチャレンジショップ、この表を見てみま

すと、徐々に多くなってきているような感じに見えま

すけれども、事業これを受けている状況をお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  空き店舗のチャレン

ジショップ等にかかわってでございます。主要な施策

の成果で委員のほうご指摘のあったとおり、去年は４

件ほどの増ということで、通算では23ということで、

注意書きに書いてございますが、現在23店舗のうち15

店舗が営業継続中ということで、差となる８店舗につ

いては撤退または廃業している状況でございます。た

だ、これについては毎年家賃の３分の２以内を補助し

て、商工会議所、市等で１年３万円等の家賃等をかさ

上げ補助しているものでございますが、これの出店等

につきましてはいろんな業種等もございますので、今

後とも出店が図られるよう商工会議所等も連携とりな

がら働きかけをしていきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（澤里富雄君）  下館産業振興部長。 

○産業振興部長（下館満吉君）  私からは旧病院跡地、

いわゆるイベント広場駐車場として活用している所に

トイレを設置してはどうかというご質問でございます。 

 一般質問でもご答弁申し上げたとおり、委員もお話

のとおり、地すべりの地帯であるということから、建

物等についての制限が非常に厳しいという部分はご理

解をいただいていると思っております。ただ、確かに

そういう形でイベントも数回となく開かれるようにな

ってまいりました。そういった意味ではトイレという

のも必要であるというのも認識しております。ただし、

一般的には先ほどの答弁の中でもありましたように、

巽山公園、さらには土風館、両方にトイレがあります。

ぜひ、そちらのほうを活用していただくという形、そ

してイベント時には仮設のトイレも設置しながら対応

していきたい。そういう方向で進めていきたいと思い

ますので、どうかその点についてはご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  トイレに関してはなかなか難しいよ

うでございますが、その辺も頭に置きながら進めてい

ただければと思います。 

 先ほどのチャレンジショップの所なんですけども、

ちょっと細かい所で恐縮なんですが、このグラフ、こ

れはほかのとこ見てもグラフがなくて、ここだけグラ

フで見やすいというところもあって、いいなと思って

おりますけれども、この推移ということで見ますと、

これ単純にぱっと見ますと、年々ふえているというよ

うなグラフに見えてしまいます。これは合計が、平成

22年が23件ということではなくて、合計で通算で23件

ということのグラフとなりますと、なかなか推移では

なくて、ふえているという状況に見えてしまいますの

で、合計で23なのであれば、年度ごとに数が出てたグ

ラフのほうが見やすいかなと思いまして、その辺を見

やすくしていただければなということで、これはご提

案でございます。 

 それともう一つ、139ページの負担金のとこがござ

いますが、昨年度２月に岩手三陸ジオパーク推進協議
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会というのが設立されたと思いますけど、それは負担

金とかない協議会だったのでしょうか。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  岩手県が中心となり

まして、三陸沿岸等、県内の都市等に呼びかけて設置

したジオパークの委員会でございますが、２月に設置

しておりますけども、現在の震災の影響等で実際の総

会等はそれ以降開かれておりません。 

 専門家による技術検討委員会というか、大学の教授

さんとか博物館の学芸員とか入りまして、今後の進め

方について、現在検討している状況でございます。 

 それで、市町村とへの負担金はまだ生じていないと

ころでございます。 

 チャレンジショップの提案でございますが、委員お

っしゃるとおり、勘違いする原因ともなりますので、

もう少し推移ということで、毎年何件出店したという

ような表記については、今後改良を検討したいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  三陸ジオパークの振興協議会のほう

はまだ発生してないということで了解しました。岩手

県のほうでも復興計画ということで、ジオパークなど

に新たな魅力を付加した観光振興をということで、復

興計画にも入っておりますので、岩手県内三陸沿岸の

中でも久慈を中心とした形で引っ張っていけるよう提

案した形で進めていければと思います。その辺をお聞

かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  県全体では今そうい

う動きが鈍っておりますが、久慈市におきましては緊

急雇用等を活用しまして、ジオパーク事業ということ

で専任の研究員１名を雇い入れて、市民向けの講座等、

先般も土風館において行っております。 

 久慈市も琥珀であるとか、化石の産地でもあるとい

うことで、現在の三陸沿岸の中では復興が進んでいる

ほうだと認識しておりますので、これにかかりまして、

専門技術委員会とも連携をとりながら久慈市が先導に

立つように取り組んでいく方向で現在進めております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは135ページのポケットパー

ク関係のご質問をしたいと思います。 

 一つは、八日町にありますポケットパークなんです

けども、ソーラー式街灯が取りつけてありますけども、

もう機能していない状態でございます。このようなの

のメンテナンスはどのように考えられているのかとい

うのが一つと、それから、いいアイデアだとは思った

んですけど、井戸水といいますか、地下水をポンプで

排出するようにして水を使う形になってますけど、す

ごいんですよね、赤さびが。せっかくきれいな公園の

真ん中が真っ赤になって、あれですと普通の水道のほ

うがよかったんではないかなと思いますけど、そこら

辺の考え方。 

 それから、あとよく最近夏場にブームになってます

グリーンカーテンといいますか、ああいうふうに国道

沿いのポケットパークというのはやっぱりちょっとゆ

っくり話でも座ってしようかなと思っても、余りにも

道路沿いにありますので、多少やっぱりブラインド的

な役目するような物があったほうがいいんじゃないと

思うんです。 

 そこで、例えば、そういう物を、グリーンカーテン

みたいな物を植樹をするとか、取りつけるとかいうこ

とは、それは委託先の町内で決定して行動していいも

んかどうか、そこら辺お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  八日町ポケットパー

クに関しての質問だと思いますが、３点ほどの、ソー

ラー街灯の機能についてはちょっと当方で今確認しま

せんので、確認の上、答弁したいと思います。 

 井戸水の赤さび等については飲めない水であるとい

うことと、さびが入ってる、これについては今後管理

をお願いをしてる町内会とも相談しながら、ちょっと

検討してみたいと思います。 

 グリーンカーテンにつきましても、提案のようなこ

とを今後検討してみたいと思いますが、これからのこ

とにつきましては、ポケットパーク、憩いの場とか、

回遊性の向上のために高質空間整備等ということでつ

くっておりますので、これらの目的も考えながら、こ

れで終わりということではなくて、いろんな検討はし

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  じゃあ、これからいろいろ検討して
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いただくということでございますので、大いに市街地

区なら市街地区の皆さんの意見を取り入れていただけ

ればと、そのように思います。 

 それから、137ページの先ほど出ました空き店舗の

チャレンジショップ事業の関係ですけども、８年間の

うちに23店舗出して15店が残ってると。要するに８店

舗ほどやめたということでございますが、一応、どう

なんですか、補助金を出しました、何カ月しましてや

めました。そこにある程度ペナルティとか、そういう

とこは縛りというものがあるものですか。何カ月以上

は絶対やっていただければならないとか、そこら辺を

ちょっとお聞きしたい。単なる思いつきで、ぽっとお

店出しました、それでやりましたけど、ちょっと営業

成績が上がらないからやめましたということでは、い

かがなものと思いますけど、そこら辺お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  まず、先ほどのソー

ラーの件でございますが、これは現地と確認の上、今

後対応してまいりたいと思います。 

 空き店舗に係るチャレンジショップ、すぐやめた場

合のペナルティということは、この補助金の規程上は

ないわけですが、これを開設する場合に研修なり、商

工会議所等の相談等を経てやっておりますので、途中

でやめた方というのは一定期間やってやめた方が多い

ということでございます。補助でございますので、審

査もありますので、経営の見込み等につきましても商

工会議所の相談等々連携しながらやっておりますので、

１カ月でやめたとかそういうことではないというふう

にとらえております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  わかりました。 

 それから次に、137の街路灯の関係ですけど、この

成果のほうの表を見ましても、かなり電気代が減りま

して、町内会としてもすごくうれしいんですけども、

一点、ずばり言いまして、暗いんじゃないかと、暗く

なったという意見があるんですけども、これはワット

数が今のだからこれだけの電気料で、あれよりちょっ

と明るくするとかなり高額な電気料になるとか、そこ

ら辺の問題があって、あの明るさに決められたんでし

ょうか。お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  街路灯の電気料の補

助金等でございますが、経費のほうでいいますと、半

分というか、かなり金額は減っていってると。161万

7,000円から55万4,000円ですので、65.7％の省エネ効

果があるということです。それから、暗いということ

に関しましては、これは平成21年度に低炭素街路灯導

入促進事業補助金を導入して設置しておりますので、

その際に、照度ルクス等何ルクスというように、ここ

に数字は持ってませんが検討して、周囲の状況等から

この明るさで適正ということでの補助金等の導入によ

る設置ととらえております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということは、ＬＥＤだから暗いと

いうわけではないということですね。そこに適した、

これで十分な明るさであるということですね。よく、

ＬＥＤというのはこんなに暗いものかとかいう意見が

ちょこっと聞いたりしますので、そこら辺の誤解がな

いようにしたいと思ったんで、お伺いしました。 

 それから、もう一つ、その街路灯にバナーといいま

すか、フラッグといいますか、ずっと商店街、最初は

ぶら下がってたんですよね、左右に。今見ますと、ず

っとなくて、ちょっと何箇所か片方だけぶら下がって

るというような、非常に荒町のほうから駅のほう見ま

して、すごく景観がいいのに残念だなと思うんですけ

ども、そこら辺のそういう景観に対する指導というん

ですか、あれは取っ払うなら取っ払う、つけるならつ

ける、そこら辺の指導はいかがされてるんですか。お

願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  下館産業振興部長。 

○産業振興部長（下館満吉君）  街路灯についてのご

質問にお答えをいたします。 

 先ほど委員もお話のようにＬＥＤを活用したという

ことで、経費を削減された。ただ、確かに若干暗いな

というお話も私も耳にはしております。使うＬＥＤの

電球等によってはもっと明るい物もあるだろうと思い

ますし、もちろんそれによって若干の電気料というの

はかかろうかとは思います。ただもう一つ、久慈に合

ったようなというのも一つ当時は考えました。いわゆ

る琥珀色に近いものとか、そういったような形の物を

設置したいなということで、いろいろ取り寄せた結果、

今現在使われている物になったということであります
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ので、その点についてはひとつご理解をいただきたい

なと思います。 

 また、フラッグ関係でございますけれども、決して

我々のほうで外してくださいとか、全部つけなさいと

かっていうような形のものは、特別には協議の中でも

したということはございません。ただ、今お話のよう

に、にぎやかさといいますか、景観上という部分で、

そういう方向があるとすれば、私もその辺につきまし

ては商店街関係あるいはそういった所と協議しながら、

あるいはある部分では商店街の皆さんにもそういう設

備も大分されておりますので、ぜひともご検討いただ

いて、活性化のためにそういう物をつけるんだという

ことであれば、率先してやっていただいて結構である

と、そのように考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは最後に１点だけ。先ほど県

の跡地の関係で、あそこは地すべり地帯だからという

ような答弁ありましたけど、私が久慈に来ましたとき

はあそこに県立病院がありました。昔はその前が久慈

小学校があったと聞いておりますけども、ですから、

一般庶民というか素人考えとして、そういう答弁です

と疑問を感じるんですけれども、そこら辺はちょっと

聞きたいんですけども、つくらないにはいろいろ財政

的なものとか、いろいろあるとは思います。しかし、

その地すべり地帯だからという、そのことは果たして

どうかなと思うんですけど、いかがなもんでしょうか。 

○委員長（澤里富雄君）  下館産業振興部長。 

○産業振興部長（下館満吉君）  委員お話のとおり、

私も疑問に思いました、当時。そういう整備をさせて

いただいたときに学校があったんじゃないかと、病院

があったんじゃないかと、特に県病があったんじゃな

いかということで、疑問を持ち振興局ともお話をさせ

ていただきましたけども、実質的にはそういう地帯で

すと地域ですということで、建物については難しいで

すということで、過去は過去として、今現状はそうい

う状況ですということでありますので、どうかその点

につきましてはご理解をいただければと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ただいまの答弁のとこからちょっと

関連していきますが、久慈小学校はよくて、県病はよ

くて、今はだめだっていう、過去は過去だという、そ

ういう議論は確かにありますわ。しかし、トイレです

よ。24時間住まいをするのをそこに建てるんじゃない

ですよ。だってイベント広場をこれは、未来これから

ずっとあそこイベント広場として使っていくっていう

ことでしょ。そういった常設の所にいちいち仮設って

いうことは、私はやっぱり考えられないですし、やは

りきちっとその点はトイレですから、県に認めていた

だいて私は建てるべきだと思いますので、しっかりと

交渉してください。 

 あと、県病がよくて、何で今だめなんですか。県病

だったら、あそこは医療機関だったですよ、県病は、

それを建てさせて。それも政治的ですか、そうすると。

そうすると、イベント開くのもだめじゃないですか。

そういう危険な箇所だったら、逆に言いますと。イベ

ントを開けば人が集まるんですよ。人が集まる場所の

背景が地すべり地帯ですよ。そうしたら、イベント広

場としての機能もだめだということなんですよ。そこ

のとこをひとつお聞かせいただきたいと思います。 

 それから街なかの関係ですが、株式会社・街の駅っ

ていうの確かありますよね、観光協会のほかに。あれ

は出資を募って、株式会社として経営してるんですが、

あの経営状態というのは今どういう状況なんですか。

赤字なのか黒字なのか。赤字だとすれば、私は資本金

を食いつぶしに入ってるのかなっていうのを危惧する

んですけども、その経営状況についてひとつ聞かせて

ください。 

 それから、あそこにはスーパーの越戸商店が入って

るし、その隣には株式会社・街の駅が経営するテナン

トが入ってます。閉店時間が違うんですよね。片方は

19時あたりまでやってますよね。そして18時になると

蛍の光が鳴るんですよ。なぜ、同じフロアで経営体が

違うったって、観光客は皆同じ時間やってほしいと思

うんですよ。私もびっくりしましたよ。これ何とか努

力して同じ時間、例えば、19時なら19時まで両方やる

とかそういう努力すべきじゃないでしょうか。そうで

ないとやっぱり利用したい方が困るわけですよ。片方

は19時、片方は18時閉店だと。しかも地元産品を置い

てるということを考えたときに、もう少し私は検討し

ていただきたいなと思うんですが、お聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、137ページの成功店モデル創出・波及事

業費補助金240万とありますが、これはどういう内容

で、いわゆるモデルが創出され、どういった形で波及
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されてるのかを内容について見えてきませんのでお聞

かせ願いたいと思います。 

 それから141に関連して、ことしの秋まつりのこと

をちょっとお聞きしたいんですが、音響が非常に悪い。

あいさつも聞こえないし、マイクの使い方が悪いかわ

かりませんけど、いずれスピーカーの数も少ないし、

音質も悪いし、もうちょっとああいうところにきちん

とお金をかけて、しっかりとした音響で私はやるべき

だと思うんですよ。私たち実は一番前に、ひな壇のほ

うに座って聞きましたけど、まず聞こえない。あれで

十分だと思いますか。私はやっぱりかけるところには

ちゃんと大きなお金をかけないと、私は成功しないと

思うんですよ。そういった意味で、やっぱり音がきち

んと聞こえるという状況については改善を図っていた

だきたいんですが、お聞かせ願いたいと思います。 

 もう一点、この点は先日もあるお祭りの関係者とも

懇談しましたけども、音頭上げですね。各組にそれぞ

れあるわけですけども、私はことしの分は以前から見

れば上達したなというふうに私は判断したんですが、

しかし、ぜひ音頭上げを中心としたコンクールをぜひ

やってほしい。ちゃんと１位には賞品も出して、賞金

を出して、そしてやっぱり後継者育成になってないん

ですね、音頭上げは。それぞれの先輩の方々はいるよ

うです、立派な方がそれぞれ各組は。しかし、その同

じ人がやるわけにはいかないということで、若い人た

ちにつながっていってるんですが、そのつながり方が

やっぱり不十分ではないかなというふうに思います。

山車づくりについてはそれなりに進歩してきておりま

すけども、やはりあそこでの音頭上げというのは、極

めて私は大きな要だと思います。八戸にもないそうで

すし、盛岡もないそうです。したがって、久慈にはち

ゃんとあるわけですから、その久慈のお祭りの特徴を

きちんと生かしていくことが、そういった意味では、

きちんとコンクールなどはやって、磨きをかけていた

だくということが必要ではないかと思いますが、お聞

かせいただきたいと思います。 

 もう一つは地下科学水族館、今回の大震災と大津波、

破壊されてしまったんですが、答弁聞いてますと、再

建したいという言葉が返ってきます。私は地下科学水

族館という形での再建はありえないというふうに思っ

てるんですね。現在の場所にまたつくるとなりますと、

当然、津波がいつ来るかわかんないけど、来るわけで

すから。そういった意味でまた破壊されるということ

からすれば、今後のあり方についてちゃんと時間をか

けて、慎重に対応するべきじゃないかというふうに思

います。特に全国的にさかなクンさんが来て、いろん

な支援をいただいております。当然、その支援をいた

だきながらで結構なわけですけれども、住民の市民の

意見を聞くという場を持ちながら、慎重に今後のあり

方を検討していくということが必要であると思います

ので、積極的にあそこの場所でやろうかという結論出

すんじゃなくて、本来のそういう意味では地下科学水

族館ではなくて、本来の水族館のあり方はどうあれば

いいかということ。それから三陸の海を持ってるわけ

ですから、三陸の海にはどういう水族館がふさわしい

のかっていうのも含めて、私はやっぱり慎重にしっか

り時間をかけて、この点は検討していくことじゃない

かというふうに、その点お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  イベント広場、それから前夜

祭の音響、それから音頭上げ等々について、この点に

ついて、私から答弁させていただきます。 

 まず、イベント広場。これは機能を高めたいという

気持ちは城内委員に負けないくらい強いものを持って

おります。したがって、検討段階で仮設ではない、イ

ベントステージ等々も過程の中で検討してきた経緯が

あります。また、イベント広場の山、裏山と言っては

失礼なんですが三角山、あの一帯をもう少し整備でき

ないかというようなこと等も検討の段階ではいろいろ

と実現性について協議をしたわけであります。しかる

ところ、先ほど来申し上げてるような理由でもって、

なかなかに許可がおりないだろうと、こういう感触を

強く持ってございます。したがって、今後もできるも

のは何かということについてはいろいろと県とも協議

をしてまいりたいと、このように思っております。た

だ、現時点では先ほどの答弁のとおり、直ちにトイレ

等が許可いただけるのかどうか、これは全く予測予測

といいますか、直ちに許可をいただけるという見通し

には立ってございません。したがって、そういった事

情にあることはぜひご理解をいただきたい。 

 それから、前夜祭の音響のことでありますけども、

そういったご指摘があるかどうか、私自身は聞いてお

りません。ただ、市の財政の中でできるだけのことを

しているつもりであります。したがって、こういった
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前夜祭等の音響関係に予算を回すことがいいのか、ま

た、ほかに優先すべき事項がないのかどうか。まさに

そういったところが優先度を問うということであらわ

されているわけでありますので、そういった全体の市

政の中でどのことができるのか検討していきたいと思

っております。 

 それから音頭上げでありますけれども、これについ

ては競い合いの部分もあれば、みずからの組を鼓舞す

る、そういったところもあるわけであります。そうい

ったご意見があったことは各組あるいは秋まつり実行

委員会にお伝えを申し上げます。ただ、ご質問の中で

一点気になったのは後継者育成につながっていないと、

こういうご指摘でありますけれども、それは各組の努

力を全く考慮に入れてないご質問ではないのかなと、

私自身は判断をいたします。いろいろな組と私もおつ

き合いをさせていただいておりますけれども、各組と

も音頭等をはじめ、小太鼓、大太鼓継承に力を注いで

るという姿を見てございます。ぜひ、その点は議員も

ご理解をいただきたい、このように考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  下館産業振興部長。 

○産業振興部長（下館満吉君）  もぐらんぴあの関係

についてご質問いただきました。 

 委員お話のように、先日の一般質問でも私もご答弁

申し上げました。現状の所につくりたい意向であると

いうことは申し上げましたが、いわゆる防災上、ある

いはそういったことも考慮しながら、今後検討してい

かなければならないというふうに考えておりますし、

また一方では海を持った町、陸中海岸国立公園、我々

久慈市にとっての観光施設としてはなくてはならない

海の観光施設であると、このように思っております。

そういったことも含めながら、今後また、もうひとつ

一方では多額の財源も要することがございます。そう

いったことも含めて、何かいい制度、あるいはいろん

なものを模索しながら、つくる場所も含めて、今後検

討して、そしてできるだけ早期の段階で私はつくって

いくことが久慈市の海の観光につながるものと、この

ように思っておりますので、ご理解いただければと思

います。 

 もう一点、私のほうからいわゆる土風館の閉店時間

の違いという部分がございます。これにつきましては、

街の駅・久慈、あるいは一方では個店という形で入っ

ていただいておりますので、その点につきましては街

の駅・久慈のほうを通じながら、ご相談をしてみたい、

協議をしてみたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  成功店モデル事業の

関係、街の駅の経営状況等についてお答え申し上げま

す。 

 成功店モデル事業につきましては、これは中心市街

地の関係事業でございまして、まず成功店のモデルを

創出していこうということで、久慈商工会議所に委託

しておりますけども、それに研修や先進地や優良事例

等の研修等を、それからアドバイザー等の派遣等をい

ただいて、実際に店に入って指導していただくという

ことで、これの前年と比較できる事例ですが、２店舗

の平均ですが、売り上げでは120％近く、月間で最大

で150％近くと、客数では112％、月間最大では

135.3％と、これを受けた店舗については伸びている

ということで、この事例を生かして事業をもう少し推

進していきたいと考えております。 

 街の駅の経営状態でございますが、販売額と決算の

状況では決していい状態ではないというふうには認識

しております。これで削減経費等について随時協議中

ということで、ことし中には協議等を考えていきたい

と、監査法人等からの資料等いただいてるという状況

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは、イベント広場のトイレにつ

いては、まだ協議もしてないということですよね。し

たがって、トイレについては計画を持ってやったり、

協議をしていくということが必要だと思いますので、

地すべり地帯だからだめだろうという予測を立てて、

やりもしないうちからだめだろうではなくて、やっぱ

りトイレについてはこういった計画でもってつくりた

いということで、きちっと私は県に対しても申し入れ

をして、実現方について努力していただきたいと、第

１点。 

 それから、街の駅の関係ですが、決算書出てるでし

ょ。しかも久慈市も出資者ですよね。そうすると、例

えば、初年度もう何年たちますかね。毎年決算書出て

るはずです。そうすると、その決算額が赤字でいくら、

黒字でいくらとか出てるわけでしょ。そこをきちんと
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教えてくれませんか。 

 それから、閉店時間についてはいずれ協議していき

たいということですが、この点についても久慈市も出

資者ですよね、街の駅・久慈の。そういった点ではき

ちんとお客さんの意向もちゃんと聞いて、いずれ私が

見た感じでは非常に、私はしょっちゅう行きますから

感じてますので、私以外の方もそういった不便を感じ

てると思うんです。そういった点での改善方をこれは

１日も早く実現していただきたいと思います。 

 それから成功モデルの店、２店あるとあるんですが、

どこの店ですか。具体的にその店の名前を教えていた

だけませんか。そうすれば私たちも行ってみることも

可能ですし、全然秘密にしてということでなくて、こ

ういったことが改善になってるということが出てれば、

非常に今後参考になるわけですから、これからもやっ

ていきたいということですので、この時点での今売り

上げが120％、150％伸びてると、お客もふえてるとい

うような答弁でしたから、その点どこの店なのか、お

聞かせください。 

 お祭りの件ですけど、市長、あなたもあそこにいて

わかってたとおり、音響があれでよかったと判断すれ

ば、私ちょっと耳を疑うんですけども、よく聞けなか

ったし、事前に練習したわけじゃないでしょうけども、

あの点もう少しリハーサルもしっかりしながら、やっ

ていただきたいなと思いますし、その点やっぱり、足

らんところがあったのかなというふうに私感じました

ので、どの程度、お金かければいいということではあ

りませんが、久慈にも音響のシステムを持ってる方々

いますし、そういった意味では遠くから連れてこなく

ても市内にもあるわけですので、そういった点の研究

もこれは大変必要だと思います。せっかくのいいイベ

ントもしっかりと聞こえない状況の中では成功したこ

とにならんと思いますので、思いが伝わるという状況

を続けていただきたいと思います。 

 さっき、後継者育成をしてるんだという、確かに太

鼓とかそれぞれ皆さんよく頑張ってます。しかも山車

についても非常に立派な物をつくってきてます。私は

音頭上げにちょっと言及したのは、そういった意味で

はその関係者とも会いました。そしたら、私、年寄り

年配の方に一緒に行こうと言いますと、お前たちの音

頭はなかなか上手すぎて行きたくないという声も、心

の中では言うんだそうです。そういった実態もあると

聞きましたので、そういった意味ではプロの方の耳を

満足させるような状況をどうやってつくっていくかと

いう仕組みについて、やっぱりぜひご検討する機会を

つくりながら、どうすればいいかということを私は検

討していただきたいというふうにしゃべってますので、

決して後継者育成をしてないんだということじゃなく

て、そういうとらえ方じゃなくて、そういう意味で申

し上げたので誤解なくご答弁いただきたいというふう

に思います。 

 それから最後、もぐらんぴあというか地下科学水族

館ですね。これは庁内だけで検討するんじゃなくて、

やっぱりいろんな人の力を借りると、さかなクンとい

うか、さかなクンさんも来てるわけだから、そういっ

たことも借りるとか、本当の意味で抜本的に協議する

ということがないと拙速になると思いますので、そこ

んとこは、時間も確かに限られた時間でしょうけども、

しかし、当然、莫大なお金も、かかるわけですので、

そういった意味では本当にどうあるべきかの姿を、も

っと久慈市民のちゃんと声を聞くっていう場もつくり

ながらやっていかないと、方向を間違うこともあり得

るかと思いますので、そこを間違えないようにひとつ

いくためにも慎重に議論進めていただきたいなと思い

ますので、再度お聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  最初に、イベント広場につい

て、再度ご質問いただきましたが、協議していないの

ではありません。協議をしてきております。そうした

中で、議員等からのご質問の中にありますようなトイ

レ、これについてはかなり難しいと、こういう判断で

あります。これは事実でありますので、首を横に振ら

れても困るであります。まさに誤解なきようにお聞き

とりをいただきたい。 

 そうした中で、今後どのような施設整備が許可され

るのか等々については、これは継続しながら協議をし

ていくと、こういうスタンスでありまして、今までご

質問のあったような施設についてはなかなかに難しい

と、こういうことは協議の中で示されていると、この

ことはご理解いただきます。まさに誤解なきようにお

願いいたします。 

 それから、前夜祭のイベントについて、これは私が

聞き取り違えたのかもしれません。ボリュームの話で
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あるのか、機器の整備であるのかということでありま

して、私は機器の整備についてという当初ご質問の趣

旨を受けとめましたので、あのような答弁をさせてい

ただきました。ボリューム、あるいは機器、聞こえや

すさを現況の機器の中で工夫をしなさいと、こういう

ことであれば、ご指摘を真摯に受けとめて検討を重ね

てまいりたいと、このように考えております。 

 それから音頭上げなんですが、城内委員が事例に出

された、古老の方々が若い者がうますぎてというお話

の趣旨がちょっとつかみかねております。いずれ各組

において音頭上げをそれぞれ育成していっているとい

うことであります。その中で、個人の資質あるいは努

力によって、音頭の上手下手が決まっていくわけであ

ります。したがって、これらをどのように育成するか

については、やはり個々人の努力と同時に組としての

姿勢、こういうのが必要だろうと、このように思って

おります。そういったことから、ご意見の趣旨につい

ては各組あるいは秋まつり実行委員会等にお伝えをし

たいと、このように申し上げたところであります。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  もぐらんぴあの再建にかか

わってのご質問でありますけれども、先ほども部長の

ほうからも答弁を申し上げておりますが、再建に当た

ってはいろいろ防災上の問題等も含めて検討をしなけ

ればならない、そういう施設になりますので、そうい

う専門家の方々とも交じ合いながら、いろいろどうあ

るべきかということについては、それは慎重に内部で

検討して、早期に結論を出していきたいというふうに

考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  土風館の閉店の時間

の関係につきましては、先ほどの答弁の繰り返しにな

りますけれども、いずれ街の駅・久慈等と協議をして

みたいと思いますのでご理解いただきます。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  成功店モデル事業の

具体的な店の名前はということですが、先ほどご説明

申し上げました２店につきましては、産直まちなかと

一誠堂が説明した対象店舗となっております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  決算状況であります

けれども、ただいま手元に私も資料持ち合わせていな

いところでありますが、先ほど課長のほうからご答弁

申し上げておりますとおりでございまして、ただ、返

還金とかいろいろないわゆるそういう償還するような

ものとか、そういったものが今現在大きい段階でお金

がかかっているということも聞いております。そうい

ったものが、ここ一、二年のところで解消されていく

ことに伴って、経営状況が改善されていくという状況

も聞いておりますので、今しばらくそういった部分を

見守っていきたいなと、このように思っております。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  決算状況については調査の上ですね、

調査というか出資者ですから、ぜひ調べて委員会中に

答弁いただきたいんですが、配慮お願いします、委員

長。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、決算内容

につきましては後ほど資料を調査して、ご報告申し上

げたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、８款土木費。 

 質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  先ほどから巽山公園のイベント広場

の関係のトイレ設置の関係でいろいろ話があるわけで

すが、難しいというようなことなわけですが、都市計

画課のほうが担当というか建築確認の窓口もやってお

りますし、詳しいかと思いますので、ここでお伺いし

ますが、広場にトイレの設置は建築確認上、どういう

ことかお伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  昨年度、一昨年度と街

なかの事業で巽山公園からイベント広場まで整備いた

しました。そのときも県のほうと協議いたしましたが、

地形の形状、それから地すべり地帯におもしを乗っけ

るような重い物は設置できないと、そういうふうなこ

とを県のほうから伺っておるものでございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  また再度、トイレだと車１台分か、

２台分ぐらいの話でしょうから、その辺さらに確認の

上、できるのであればお願いしたいと思いますが。さ

らにもし難しいのであれば、今、市の施設で連合が入

っておりますが、その施設がありますが、その改修に
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ついてはどうですか、そういう制約については。 

○委員長（澤里富雄君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  今現在、巽山のトイレ

のほうは片方、神社側のほうですけど、新しくリニ

ューアルいたしました。そのときには別段何か条件が

あるというようなことではありませんでした。既設の

物についてリニューアルするという件については、確

か大丈夫ではないかなとは思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  もし、新しいのをつくるのが難しい

のであれば、無理だというのであれば、連合が入って

る施設のトイレを活用して、よく学校開放では夜外か

らも入れるような仕組み、仕掛けをつくってのトイレ

がありますので、その辺の検討をすべきだと思います

が、お考えをお伺いしたいです。 

○委員長（澤里富雄君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  連合のほうのトイレは、

以前イベント等があったときにはオープンしていた時

期もあったと思いますので、それは今後いろいろ協議

して検討してまいりたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  147ページにかかわると思うんです

が、市道等の登記業務云々というところですが、３月

の震災のときに津波によって境界の杭が流されてしま

ったというようなこと等も聞くんですが、その市の道

路とか、あるいは市の市有地なんかで境界杭のなくな

っているところなんかがあるのかどうか。なくなって

いる場合には、堺を確定する場合にはどのような形で

だれが負担をしながら行うようになるのかお伺いをし

ます。 

 あと、それから、もう一点は平庭トンネルの実行委

員会の補助金、これ143ページに載っているわけです

けども、平庭トンネルが完成をすると平庭峠の所の通

行量が当然減ると。そうなってくると、平庭の地域の

さまざまな施設、観光施設等もあるわけですが、それ

の利用者の影響というのはどのようになるのか、もし

推計してるのがあればお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいま３点のご質

問いただきました。 

 まず、第１点目の道路境界等の境界杭が今度の大震

災の大津波でなくなっているのがあればどうするかと

いうことでございますが、道路に限りましては、今、

我々の調査の中では一部欠けてる部分もあったんです

が、境界杭は残っているものと判断しておりますが、

さらにまた調査等は進めてみたいと思います。 

 それから、２点目の平庭トンネルが完成した場合の

交通量のことでございますが、いずれ交通量が少なく

なってる傾向にはございますが、施設が整備されるこ

とによって、多くなるということは当然考えられるわ

けですが、これについては県のほうの整備計画等を参

考にしながら、それぞれどのような対応が必要である

か、今後見定めていきたいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  最後のところの私の質問の仕方が悪

かったかもしれませんが、トンネルができることによ

って、平庭の峠を通る車両数が激減をするのではない

かと。そうすると、さまざまな各種観光施設、そちら

への影響も出てくるのではないかなということで、そ

この部分どのように峠を通る車が減るのかなというあ

たりについて。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  大変失礼いたしまし

た。トンネルをどのようにつくるかという部分にも影

響するかと思いますが、いずれトンネルが出ることに

よって、盛岡久慈間が短時間で結ばれるということに

なりますので、総体的な交通量はふえることを期待は

できると思います。ただ、平庭峠に関しましては、い

ずれトンネルをつくる際にはやはり平庭高原にお寄り

いただくようなアクセスというものを県のほうにお願

いしながら整備をしていければと、現時点では考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  河川費に関連しますが、中の橋に出

ている川、門前から出る。あれは沢川ですが、確か二

級河川ですよね。県関連の河川だと思うんですが、あ

そこの水門にゲートポンプがないのはなぜですか。県

はつくる計画がないのかどうかあるとすれば、いつま

でつくることになっているのか。 
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 ことしの台風15号までの台風の中で、消防団が24時

間ポンプ上げをしましたね、あそこで。私は現場を見

てびっくりしたんですけど、図書館の下方に大きな

ゲートポンプに使う排水ポンプがあります。あちら側

に行く水の水量の水路があんなに小さいと思わなかっ

た、私。もうちょっと大きいと思ったんですが、真っ

直ぐ来る、中の橋を出る水門の３分の１ぐらいしかな

いですね、山の側の後ろを通っていく水路が。図書館

の下方のゲートポンプというのは毎分何トンなのか、

時間何トンかわかりませんけど、何トンの能力があっ

て、その分の水量が私はあちらに向かっているのかど

うか疑問なんですが、お聞かせください。 

 で、あそこの水門に県の計画についてもお聞かせく

ださい。 

 それから、いわゆる市道の支障木の対策。例えば、

東北電力さんは電柱とか、電線についてもきちんと発

注をして、今、木を切って整理してますよね。県道と

かは国道についても業者に発注をしてやっております。

しかし、市道についてはなかなか予算化もされていな

い、本人任せということになってるんですが、非常に

危険な状況もあるわけですけども、そういったことの、

そのことについての市の考え方、ぜひこれは予算化を

して、市がきちんと発注をして、当然地権者の同意を

得ながら支障木はカットしていくということは必要だ

ろうと思いますが、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから準用河川、確か20本近くあったと思うんで

すが、準用河川として指定している河川の本数。それ

と、この決算時までに何本改修されたのか。今後の改

修計画についても、ことしの23年も含めてお聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

 港湾費に関連しますが、市長はずっと震災の後、湾

口防波堤は津波に有効なんだということをずっと言及

をしてきておりますが、今回、釜石の湾口防は見事に

破壊されてしまいました。津波の専門家から言えば、

湾口防も役に立たなかったということが言及をされて

います。しかし、市長はずっと議会があるたびに湾口

防は津波に役立つんだという答弁なりしてきてるんで

すが、そういう検証がされないまま、そのことが一人

歩きしてるというふうに私は危惧をしてるんですが、

というのは、今回の津波の発信地は県南というかもっ

と南のほうで、津波自体が久慈から見ると南から斜め

に入ってきたということもあって、久慈で言えば、半

崎側にどんと来て、その折り返しが久慈に来たという

ことで、直に来たわけじゃないですね。釜石とか高田

とか南に口をあけた湾はまさにもろにきて、ああいっ

た壊滅的な打撃を受けたわけですけども、先日の議会

休憩したときの地震はちょうど久慈湾の真向いが震源

地でしたね。あそこから来れば、また違った形の被害

が久慈はこうむったんではないかと思うんですが、そ

ういった意味で本当に湾口防が津波に対するなのかっ

ていう私は検証するべきだというふうに思うわけです。

それをした上で、今後どうするのかってのは、私は決

めていく必要あるので、そういった意味では、本当に

金もかかることですし、そういう検証が必要だなと、

必要なのではないかと思いますのでお聞かせをいただ

きたいと思います。どこで検証をしてそういう結論の

答弁をしているのか、お聞かせをください。 

 都市計画に関連するかと思うんですが、いわゆる開

発行為の関係を確か都市計画が事務窓口ではないかと

いうふうに思います。今度の台風15号の長雨でご承知

かと思うんですが、梅ヶ丘団地ののり面が崩壊しまし

た。そして、下の道路が現在ふさがってる状況です。

幸い、人命とか家屋の破壊までは至りませんでしたが、

そういうような状況が起きました。ご承知のとおり、

この梅ヶ丘団地の開発は開発行為の法律がない以前に

つくった住宅地です。それは承知のはずです。私は以

前から、この道路とかのり面を地権者から寄附してい

ただいて、市がきちんとやっぱり必要な指導もするべ

きだと申し上げてきてるんですが、ついにそれをしな

いまま今日このたびの大風15号でのり面が崩壊したと。

確かに個人のというか、のり面がまだ地主の物になっ

ていますけど、そういったきちんとした指導がなされ

ないまま今日まで来てる中で、こういったのり面崩壊

がおきたわけですので、そのことについてやはり住宅

地の安全、そういった意味では市が市民の皆さんの命

と暮らしを守る立場で見れば、やはりきちんと調べる

調査をして、指導して、そういった事故がないように

すべきだというふうに思うんですが、後手後手の対応

が今日の事態を生み出したと私は思ってます。そうい

った意味では、開発した地権者が現在いらっしゃるわ

けですから、その方ときちんと交渉しながら、安全の

あり方も含めて、私は進めていただきたいんですが、

この点についてのご見解をお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 
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○市長（山内隆文君）  津波防災にかかわって、湾口

防波堤について、私から概略について答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、議員がお話の専門家っていうのはどなたなの

かわかりません。湾口防波堤役に立たないと言われた

その専門家、後でお示しをいただきます。 

 それから、湾口防波堤について、その効果を検証す

べきとのお話でありますが、これは各種シミュレーシ

ョンをかけて、湾口防波堤現況のままでの津波襲来時

の浸水区域あるいは浸水深、これらについてシミュ

レーションをかけておりますし、湾口防波堤完成時に

おける同様の津波が襲来したときの比較をも行ってお

りまして、これは明らかなその効果があるというシミ

ュレーション結果が幾つも出てございます。 

 それから、敷衍して申し上げますけども、先ほど城

内委員が言われました専門家──。 

    〔発言する者あり〕 

○市長（山内隆文君）  それは後で答えさせます。専

門家の方は湾口防波堤によって、すべてが守られると

いうことはないという多分発言だと思ってます。確か

に質問の中で、釜石。大船渡、先ほどは釜石でしたか

の湾口防波堤について触れられました。しかし、ある

説等によれば、あるいは専門家によれば、あの湾口防

波堤があったがゆえに被害を軽減することができた。

これも減災という考え方に立って判断するならば、破

壊されてしまった大船渡・釜石の湾口防波堤も効果は

あったと、このようにとらえることは可能であるわけ

であります。したがって、直ちに湾口防波堤は役に立

たなかったと結論づける専門家は多分専門家ではない

のだろうと私は判断をいたします。 

 伴って、津波の方向等についても、これはよくよく

検証すべきであると、このご指摘のとおりであると思

っております。したがいまして、主に北側から押し寄

せてくるだろう津波は、これを主に北防波堤で守って

いくんだ、南側から来るものは南堤で守っていくんだ

と、こういうことになります。そして、この湾口防波

堤の内側に、実は諏訪下外防波堤、大型港湾の所の外

側の防波堤であります。これがＤＬで申し上げますと、

約６メートルございます。湾口防波堤はＤＬで申し上

げますと、洋上から顔を出している部分の高さでござ

いますけども、これが約４メートル。それから漁協、

後ろに胸壁、いわゆる諏訪下防潮堤がございますが、

これがＤＬで8.0。河川堤防は現況で、これはＴＰで

すが7.0、ＤＬで言えば、多分7.8ぐらいになります。

ということで、４・６・８、そして８未満の河川堤防

という状況になっております。 

 一方、気象庁が発表した久慈湾に襲来した津波の高

さでありますが、これはＴＰで8.6であります。ほぼ

河川堤防が乗り越えられても不思議ではなかった津波

の高さであったというふうになります、数値上は。こ

れがなぜ河川堤防を乗り越えなかったのかについて、

私どもなりにいろいろ専門家等からも意見を聞いたり

しながら検証をしておりますけれども、やはり重層的

な備えがあったことによって、津波の押し寄せてくる

エネルギーを相当数減衰をしているということ。加え

て、久慈湾は久慈川、長内川、さらには夏井川、ある

いは支川の小屋畑川、こういった支川があるというこ

とで、いわゆるバックウォーター部分が他の地域に比

べて大きかった。つまり、河川が津波をある程度飲み

込むという、エネルギーを減衰するという、そういっ

た地勢にあった。さまざまな要因があって、今回の状

況になっているということであります。 

 また、私どもはこういったハード面に限らず、もっ

と重要なことはソフト面の充実だろうと思っておりま

す。その中の最も重要なのは津波防災意識の啓発であ

ると、あるいは高揚であると、こう考えておりまして、

そのための努力の一つとして、例えば、津波ワークシ

ョップを３年ほど前から開催をしているわけでありま

すが、その津波ワークショップを通じて、津波防災意

識の日常化ということに意を注いでおります。例えば、

小学校等も巻き込んで、その避難道を点検をしていた

だく。そういった事業の過程が家庭に戻って、家庭と

いうのはご家庭のほうに戻って、若いお父さんとお母

さんと話をする。そのことによって、津波を経験した

ことのない若いお父さん、お母さんも津波ということ

の認識を高めていく。その家庭にもしおじいちゃん、

おばあちゃんがおられるとすれば、そういった昔話の

中で、津波に関する知識をお互いに高め合っていく。

こういったことが重なってきて、久慈市では避難率も

高くとらえておりますし、人的被害は他の地域に比べ

て、少なかったと言われているわけでありますが、一

定の効果は出ているだろうと、このように思ってござ

います。 

 したがいまして、私どもはやはり久慈港の湾口防波
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堤をはじめとする各防潮堤、これらの整備充実に力を

注ぐことが大きな被害をとどめることの重大な要素で

あると、このようにとらえております。したがいまし

て、議会におかれましても、この湾口防波堤をはじめ

とするハード面、さらには先ほど触れましたソフト面、

これらの充実について、ご理解の上に一緒になって立

ち向かっていただくことをお願いするものであります。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ４点ほどご質問いた

だきましたので、私のほうから答弁申し上げたいと思

います。 

 まず、第１点目の新中の橋の二級河川、沢川の配水

のためのポンプを整備すべきということでございます

が、委員おっしゃいましたとおり、これは県管理の河

川でございますので、これまでも内水排除の対策につ

いてはお願いしてきたところでございますが、さらに

この前の台風15号でも中の橋地区は浸水したというこ

ともありますので、県のほうにさらに強く要望してま

いりたいと思います。 

 あと、門前ポンプ場への配水系統の中で、一部水路

が狭い所があるんじゃないかということでございます

が、門前ポンプ場に流れる水路の系統でございますが、

久慈小学校の裏のほうから水路が続いておりまして、

栄町の久慈中学校の信号機がある所を通って、そして

中の橋のスーパーの裏を通りまして、そして、今サン

デーさん休んでるんですが、前のサンデーさんの脇を

水路が通って、県の二級河川の下のほう通ってるんで

すが、立体交差して、そして体育館の脇を通って、門

前ポンプ場に来てるというルートでございますので、

表面に見える部分は道路側溝等でございますので、そ

こは道路側溝と合わせて２系統になっているというこ

とで対策がとられておりますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

 それから、２点目の市道の支障木の撤去の対応とい

うことでございますが、これまでも我々のほうは道路

の安全の交通を確保をするということが最大のテーマ

なわけでございますが、これまでも支障木の撤去につ

いてはいろいろ努めてきたところでございますが、民

地から道路側に出てくる木につきましては土地所有者

の方から撤去してもらうことが第一原則でございます

ので、第一にはそちらに要請すると。それでもなおか

つ安全が確保されない場合には必要最小限といいます

か、安全を最低確保できる部分については市のほうで

対応をしてるのが実態でございますが、いずれにいた

しましても、道路にかぶってる木もやはり散見されま

すので、それらについては今後地権者とも交渉しなが

ら、あるいは市のほうで対応する部分は対応するとい

った部分等を明確にしながら対応してまいりたいと考

えております。 

 それから、次に準用河川の整備状況ということでご

ざいますが、準用河川は17河川指定してございまして、

そのうち９河川については整備完了してございます。

それから２河川については一部整備ということでござ

いますが、実質的には洪水等のおそれがある部分は整

備しておりますので、実態的にはその２河川について

も洪水等は起こらないような地形でございますので、

実質的には11河川が整備完了ということでなってござ

います。 

 それから、残りの６河川につきましては、これは住

宅地等を通ってない部分がありますので、すぐに整備

が必要という状況じゃなくて、洪水等で埋塞した際に

対応すればいいような河川でございますので、この辺

は雨の状況とか損傷の状況等を見ながら対応してまい

りたいと考えているものでございます。 

 それから、最後の質問になりますが、天神堂、萩ヶ

丘市営住宅団地の西側の宅地の崩落の件に関してのご

質問でございますが、現地のほうは我々も確認してお

りまして、民地の宅地ののりが崩落をして、位置指定

道路の路面にその土砂が流出して、一部交通ができな

い状態になっているという状況でございます。それで、

現地のほうは住宅があるわけですが、その部分に通る

部分は確保されておりますので、途中は交通が寸断さ

れておりますが、両側から入れる状態で交通は確保さ

れている状況でございます。 

 それで、県のほうが急傾斜地等の事業を担当してる

もんですから、県のほうにいろいろご相談をおかけし

ましたが、自然斜面等であれば対応可能だと。それか

ら人口斜面、宅地造成などの人口斜面についてはやは

り地権者のほうが対応していただけなければならない

ということを言われていることでございますが、発災

直後でしたので、相談の深度が浅かった部分もありま

すので、また今後、県のほうには再度説明はしてみた

いと思います。一たんはそういう話はもらってますが、

現地の状況をもっと詳しく県のほうにも説明して、何
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か方法があるのか、その辺は協議はしてみたいと思い

ます。 

 あと、市道認定にかかわっての話もあったわけでご

ざいますが、委員のご案内のとおり、市道認定は市道

認定基準要項に基づきまして認定しているのでござい

まして、その中での認定要件はまず幅員が４メートル

以上、それから公道等に連続してつながって、起終点

が接続されていることといったこと、あるいは良好な

交通が確保されているということでございますので、

そういったことが要件になっておりますが、現地の位

置指定道路は急傾斜地に築造されておりますので、そ

ういった部分も慎重に検討しながら、市道認定等の可

能性にはそういった慎重な検討等も必要となってくる

と現時点では考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  湾口防波堤にかかわ

りまして、私のほうからもご答弁申し上げたいと思い

ます。 

 現在、岩手県で設置しております復興本部の専門委

員会であります津波防災技術専門委員会、こちらのほ

うは津波関係、災害防止関係の専門家の方々が委員と

なっておりまして、そこのところで、岩手県沿岸の海

岸堤防の設定案ということを念頭に置いた津波の襲来

のさまざまなシミュレーションを行って、私どものほ

うにもそういうふうな情報提供がなされております。

ここのところで例えば、既往第一位というのは明治の

三陸津波、あるいは今回の津波等がありますが、さま

ざまな所で浸水域がどのくらい出るのかというような

パターンごとに設定して、さまざまなシミュレーショ

ンを行っているというふうな状態でございます。ただ、

これにつきましては、できるだけ私どもすれば浸水域

をなくしたいという考え方は持っておりますけれども、

技術的な問題、経費の問題等ありまして、多重防災で

対応するという考え方が県なり国交省、国のほうから

示されておるというところもございます。これらのと

ころを踏まえて、どういう高さになればいいのかとい

うのを現在そちらの県の復興本部のほうで検討してる

という状態であります。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど専門家が言ってるという専門

家の名前ですけども、山下さんという方で新聞にコメ

ントきちんとしてましたので、山下さんという方です。

新聞に載ってましたので、そこのところは今、私切り

抜き持ってませんけども、釜石の状況を見て、そうい

ったことが言われてましたので調べていただきたいと

思います。 

 いずれ、そのシミュレーションは研究機関がやった

のを伺っているということですが、なかなか私どもに

はそういった情報が入ってこないという中で、やっぱ

りそういった点では議会の側にも、きちんとそういっ

たシミュレーションが当局に来ているのであれば、こ

ういったことがありますよってことはきちんとお知ら

せいただかないと、そういうことがないまま、そうい

ったことが、継続ありきということが出てきますと、

どうもそうかなということがありますので、そういっ

た意味では、そういう情報を議会の側にもきちんとお

持ちの情報は提供していただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 

 それから、梅ヶ丘団地の崩壊の関係ですけど、結局

私最初にしゃべったとおり、開発行為の法律にちょっ

とかかわりますと、かなり吟味した形での開発が要求

されますよね。それがないということの開発だったん

ですよ。しかし、そこが開発されて売れて、住宅が張

りついてるということが明らかにわかってるわけです

よね。そういった中で、久慈市がそういった網をかぶ

したときにどうなるのかということについて、やはり

市民の安全を考えたときに、行政としてやっぱりきち

んと対応すべきじゃなかったのかというふうに思うん

で、これからでもいいわけですから、そういったこと

をしながら、例えば開発行為でやると、ここはだめで

すよということを。実は地権者がまだ位置指定道路分

とのり面は持ってるんです、まだ現時点で。いつかの

時点で、私は大きい所については地権者から市に寄附

してもらったり、市道認定いただいた部分があります

けど、それ以外の枝線はすべて位置指定道路で４メー

ターあるんです。そこの所をやはり行政として、そう

いった対応すべきじゃないかと、そういった中で安全

な住宅地をやっぱりつくっていくことが必要だろうと。

そのときには当然地権者なり、個人の協力も必要だろ

うし、すべて行政でやれとは言ってないんです。そこ

のところの取り組みが必要になるんじゃないかと思い
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ますので、その点をお聞かせいただきたいと。 

 今、市道認定についても当然地権者の地主の物です

から、開発した地主の物ですから、その点はきちんと

交渉して、一日も早い寄附行為をしていただいて、そ

っちをきちんとやるということが大事だと思いますの

で、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 支障木に関連するんですが、梅ヶ丘、萩ヶ丘の周辺、

市道山岸線からバス停のところから入ってきますと、

両側のクルミの木とかさまざまな木があります。雪が

降るたびに、私は枝が折れるんじゃないか心配してる

んですけど、萩ヶ丘団地に行く上り口の両側の支障木、

それから真ん中辺にちょうど梅ヶ丘と萩ヶ丘の間に市

道があるんですよ、砂利道の市道が。これは水道の水

源地に行く道路なんですけども、その右側が杉と栗の

木とかさまざまな大きな木があって、あの周辺の方が

本当に台風が来るたびに危険だということを訴えてお

ります。どうかその点では、先ほどの答弁では第一義

的には個人と言いましたけど、しかし、個人で対応で

きる場所ではないです。そういった意味では市のほう

で現場を見ながら、ぜひとも一日も早い対応をしてい

ただきたいと思うんですが、お聞かせを願いたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  湾口防波堤について情報をい

ただきましてありがとうございます。山下さんという

方だそうですが、ちなみにその記事は何月何日付の何

誌に載っておられたのか、後で結構でありますので、

お知らせをいただければ、その内容について私どもも

検証し、反論すべきは反論させていただきたいと、こ

のように思っております。ただ、その山下さん恐らく

新聞に報じられるぐらいの方でありますから、一定の

研究をされている方なんだろうと、こう思います。 

 したがって、その山下さんに敬意を表する意味にお

いて、このように理解をいたしました。恐らく山下さ

んが言わんとしたことは、湾口防波堤によって、すべ

て浸水を守ることにはならなかったと、このような趣

旨でのご発言なのではないのかなと、こう思っており

ます。万が一、無駄だと発言されたのであれば、研究

者にしては随分と浅い研究であるなと、このように考

えております。 

 ちなみに、城内議員も久慈湾に押し寄せてきた津波

のＤＶＤ動画をごらんになったことがあろうかと思い

ます。あの中で、私自身何回も見ているうちにふと不

思議なことに気がついたんでありますが、一部青い状

態で津波が諏訪下地区に押し寄せてきております。久

喜地区の津波を見るまでもなく、あるいは宮古等々他

の津波を見るまでもなく、ほぼ黒い津波が押し寄せて

きております。そのいわれは、恐らく津波というもの

は通常の波と違って、海底をも洗いながら押し寄せて

くるという大きな特色がある。したがって、海底部分

を巻き上げながら来るから黒い津波になっていくんだ

ろうと思ってます。そうした状況であるにもかかわら

ず、久慈湾に押し寄せてきた津波の一部は青い状態で

あった。これは私素人ですから、正しいかどうかの判

断は皆様に委ねますけれども、ご承知のとおり、湾口

防波堤、洋上に顔を出しているのは一部であるわけで

ありますが、その基礎部分が相当の長さにわたって築

かれております。したがって、私の推測でありますけ

れども、その部分、海底を洗ってきていた津波の部分

が湾口防波堤の築堤部において、一瞬なりともおくれ

をとった。先行部分のいわゆる泥を巻き込んでいなか

った部分が先行して久慈湾に押し寄せてきたのではな

いのかと、これは私自身の推測でございます。ただし

かし、明らかにこれに連動した一つの分析がございま

す。湾口防波堤があることによって、避難の時間を数

分とはいえ、貴重なその時間を確保し得たと、こうい

った分析はしっかりと出ているわけであります。した

がって、山下さんなる者が湾口防波堤に全く効果がな

かったと結論づけるのはいかがなものかということで

あります。ぜひ議員もその方から直接お話をお聞きし

ていただいて、発言の真意は何であったのかと、本当

に湾口防波堤そのものが全くむだであるのかどうか、

このことについて議員みずからもご検証をいただきた

い、このように思ったところであります。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  湾口防波堤にかかわ

りましてのご質問再度ご答弁申し上げたいと思います。 

 県の津波防災技術専門委員会では、シミュレーショ

ンは県内を24の区割りにして、区分して検証してるよ

うでございます。シミュレーションかけてるようでご

ざいます。そのうちの10の部分についてはさきに公表

されておりますので、そこのところについては、公表

分については資料公開できるというふうに考えており
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ます。ただ、久慈にかかわる部分については、洋野か

ら久慈北海岸、それから野田湾、ここの所は公表の対

象になっております。その10地区分に入っております

が、久慈湾と久慈南海岸につきましては一般質問の際

にもご答弁申し上げましたとおり、今月中に公表にな

るんじゃないかという情報を得ているという答弁を申

し上げておりますので、その中でどういうふうになっ

てくるかわかってくるだろうと承知しているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  私のほうから３点ほ

ど質問いただきましたので、お答えさせていただきま

す。 

 まず、第１点目の天神堂、萩ヶ丘市営住宅の西側の

民地の崩落の場所を開発行為等で地権者の方に指導で

きないかというお話でございますが、まず先ほどと繰

り返しの答弁になりますが、急傾斜地等の事業は県の

ほうが担当しておりますので、まずその辺をどうして

も無理なのか、まず確認をしながら順次進めていきた

いと思いますので、まずそちらのほうを優先させて、

あと次の方法は何があるかということは、また次の段

階を見ながらと考えているところでございます。 

 それから、市道認定につきましても、先ほどお話し

たとおりでございますが、市道認定基準要綱の中に良

好な交通が確保できることということでございますの

で、そういった部分も慎重に検討しながら、認定の可

能性は検討してみたいと思っております。 

 それから、支障木の関係でございますが、やはりこ

れも天神堂の部分でございますが、先ほどの答弁、基

本的な考え方なんですが、いずれ道路の交通の安全確

保することは我々の責務でございますので、その危険

があるような部分については、やはり撤去等を当然地

権者の方から了解得ながらになりますが、危険の度合

い等を判断しながら、危険と判断した場合には対応し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  大湊部長からシミュレーションの状

況が答弁あったんですけど、これは結局議会の側に提

示公表していただけるということで、確認していいで

すね。例えば、今10は公表できてると、それから10月

中には公表になるだろうという答弁あったんですけど、

それらについては資料はいただけるということでいい

ですね。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  これにつきましては

県の復興本部のほうが資料所管しておりますので、公

表された分については新聞報道等もなされております

ので、そこのところでの対応になろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  ダム発電にかかわって質問させて

いただきますが、この間の台風15号で久慈渓流の発電

所のダムが決壊とまではいかなかくても壊れてますよ

ね。いずれにしても修理といいますか、つくり直しは

多分しないでしょうが、直さなければならないでしょ

う。あの形を見てると、あのままでは使えないでしょ

うから。それにかかわって、本来であれば、魚道なん

かが本当は必要なわけですよね。ダムの関係であれか

ら上流には下の魚が上がれないと。もちろんサケなん

かもそうなんですが。その補修の際には魚道をぜひつ

くっていただきたいものだなと。普通の雨のときは水

が足りないので、おそらく発電所だけの水だけで精い

っぱいでしょうから、発電の水だけで。ただ、ちょっ

と水がふえるとダムを超えますんで、魚道をつくって

いただきたいものだなと、そのように要望したいと思

っております。 

 それと今回、これは雨が降る川のことですから、久

慈渓流・久慈川だけじゃなく、すべての河川がそうな

んですが、ただ久慈の場合は久慈川が一番大きい河川

になりますので、大雨が降れば、いわゆる堆積物、砂

利等がよく堆積するわけですが、いつも川底が浅くな

るとかそういう話が出るわけですが、これは業者の

方々に堆積物だけ川の砂利を、これを無償で取らせる

わけにはいかんのですかね。わざわざ業者にお金を払

って取らせて、河川の底を下げてるはずなんですが。

砂利を必要とする業者が寡聞にして私はあると思って

るんですが、なぜその金をかけてまで河川から砂利を

回収しなければならないのか、私はいつも不思議に思

ってるんですよ。無償で簡単にできるもんなんですが

ね。必要とする業者が、我々に任せれば何も無償でや

るのになと、そういう久慈市内の業者の方にもはっき

りとありますので、そういった点をどのようにとらえ
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ているのか、またできないのかどうか、その点につい

てもご質問いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  まず、第１点目の山

口発電所のダムの壊れてる件でございますが、我々の

道路も壊れてましたので、国庫負担のほうに申請して

復旧したいと考えておりますが、ただ、いつごろ直る

かというのは現時点で情報を得てませんでしたので、

大変申しわけございませんが、現時点では情報を得て

いないところでございます。 

 あとは、魚道が必要でないかということでございま

すが、委員おっしゃいますとおり、河川には魚道を今

は設置するのが当然となっておりますので、これは河

川のほうの、東北電力さんといいますか、発電事業者

側の専用の施設になると思いますが、市のほうからも

河川管理者のほうに要請はしたいと思います。 

 それから、２点目の久慈川等の堆積土砂を砂利を生

産する業者に無償でとらせることはできないかという

ことでございますが、ちょっと前なんですが一時期は

砂利を生産する方が取ってる部分もあったようでござ

いましたので、これについても今の提案を県のほうに

つないで、効率的な河道掘削ができればということで、

県のほうにもお伝えしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、河川の関係ですけども、

さきの台風15号では西の沢・川貫地区、もちろん西の

沢の中に住んでらっしゃいます山内市長さんの自宅も

床上になるかならないかまで浸水されたということで

ございます。 

 それで、町内の方が一所懸命調べてくれました。こ

こには川貫川と西の沢川があるわけですけど、もうと

にかく土砂がかなりたまってると。だから、それも浸

水の一因ではないかなということでございます。せっ

かく西の沢川のポンプ場が設置されましたけど、そこ

に行く前の段階で山から流れてきた水が土砂が堆積し

てるばっかりに、あふれて床下浸水・床上浸水を引き

起こしたというようなことでございます。 

 それからあと、側溝も場所によってはかなり泥が堆

積してるということで、以前、協働の精神ということ

で側溝に関しては町内の方とともに泥上げというんで

すか、やった経緯があると私も聞いておりますし、私

もそれを見た経験があるんですけども、この川貫川と

か西の沢川、到底専門家じゃないと対応できないわけ

でございます。これはぜひ早急に、いつまた集中豪雨

が来るかわからないですから、もう即刻やっていただ

きたいなと。 

 それからもう一つは側溝へ川からの逆流を防ぐふた、

これが機能していない箇所がやはり３カ所、４カ所あ

るように調査されておりますので、その点も即急に調

べて対応していただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ３点ご質問いただき

ました。まず最初に川貫川、西の沢川の土砂の堆積と

いうことでございまして、今回の台風15号では各地区

で河川の堆積があったところでございまして、これま

でも緊急性のある所については発災直後から対応して

おりますが、その優先順位等を見ながら対応してまい

りたいと考えているところでございます。 

 それから、側溝の今回の台風で確かに堆積してるの

も確認しておりましたので、これは緊急に対応すべき

所は今継続してるんですが、それらも見ながら対応し

ていかなければならないと考えているところでござい

ます。 

 それから、３点目の側溝への逆流ということでお話

あったんですが、久慈川に排水してるのが一般的に大

きな水門で排水になっている部分と、それから小さく

フラップゲートと言いまして、上からゲートをつるし

ておいて、水が来ると開くといったゲートも何箇所か

あるわけでございますが、今委員がおっしゃられた部

分がその部分かなと思いましたが、県のほうにその辺

の水門の点検等についても要請してまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  143ページの国道281号整備促進期成

同盟会の負担金にかかわってでありますが、この道路

整備につきましては盛岡久慈間を時間短縮するための

いわゆる90分構想、あるいは安全な道路整備の推進が

必要だということで、非常に力強い団体として活動し

てもらっておりますが、活動状況と成果についてどの

ようにとらえているか、お伺いをしたいと思います。 
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○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの国道281

号の平庭トンネルの整備促進についてをご質問いただ

きました。 

 活動といたしましては議会のほうで主体になって大

会を開いていただいておりました住民大会、一番大き

な行事と考えています。それからあと、国道281号整

備促進期成同盟会、久慈から盛岡までの沿線の市町村

で構成する同盟会がございまして、これについても毎

年県あるいは国土交通省の東北整備局、国土交通省の

本省と、要望活動を強く展開してるところでございま

す。 

 その成果ということでございますが、現時点では平

庭トンネルの部分についてはまだ前に進む部分でのご

回答まではいただいていないところでございますが、

戸呂町口の整備なり、盛岡に行く間にいろんな整備等

をしていただいておりますので、そういった部分では

住民大会も間接ではあろうかと思いますが、そういっ

た部分では沿線の整備等にいろいろ効果があったもの

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  最近、芋谷橋付近で測量調査をやっ

ているというような話を聞いておりますが、この国道

整備にかかわってるかどうか、お伺いします。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  国道281号、久慈渓

流のカーブのきつい場所の解消ということで、先ほど

の同盟会でもその部分も取り上げて要望しているとこ

ろでございます。 

 現在、県のほうから聞くところによりますと、その

可能性調査といいますか、そういった部分で、実際に

トンネルをつくるまではいかないんですが、地盤が将

来道路をつくる際に耐えきれる地盤であるかといった、

あらあらの調査はしてると伺っておりますが、今の情

報はその辺程度まででございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今の芋谷橋山付近のあたりがトンネ

ルになるとかなり短縮になるし、交通安全上もいいな

というようなことで、大分前から要望してるかと思い

ますが、ひとつ積極的な要望をし平庭トンネルとあわ

せてトンネル化を要望していただきたいと思いますの

で、その力強さをひとつ答弁お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  281号、この改良は地域住民

の皆さんの悲願であろうと、このように考えておりま

す。したがって、先ほど課長から答弁させましたよう

に、いろいろな団体活動を通じながら、この一日も早

い改良を要望してきたところであります。 

 そして、３月11日の発災以後、新たな視点というも

のを取り入れて要望活動を行っております。それは後

方支援機能。これも久慈市が備えるべき機能の一つだ

ろうと、そのことによって、他地域にも貢献し得る町

になると、こういった目的にも合致すると、こう思っ

ております。この281号はご承知のとおり自衛隊であ

りますとか、各都道府県警察、消防、電気、水道、さ

まざまな部隊が久慈市に集結をしたわけでありますが、

主なルートはこの281号であると。こういったことか

ら、防災上も非常に重要な路線であるということで要

望を強化しようと、こういう方針であります。これを

受けまして、県では復興支援道路という名称でもって、

この281号を位置づけていただいております。まだ具

体の復興支援道路の具体の方策は示されておりません

けれども、いずれ復興道路に転ずるという意味合いに

私も受けとめたいと思っております。したがって、ま

たこれも議会ともどもに、この早期完成に向かって頑

張っていきたいと、このように考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点、お聞かせください。 

 一つ、新街橋の震災以降車両の通行どめになって、

欄干等も大分腐ったようですね。危険な状況にあると

いうことで、依然として通行どめになっているようで

すが、整備の見通し、車両の通行いつになればできる

のか。その見通しも含めてお聞かせください。 

 ２点目、新築町、田高のいわゆる浸水区域、確か以

前の答弁では雨水排水の事業認可区域に編入をして整

備を進めるんだというような答弁をいただいておった

と思うんですが、確か夏の頃までには編入というよう

な答弁であったかと思うんですが、結果としてどうな

ってるか、お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの新街橋の

復旧についてのご質問にお答えします。 
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 国庫補助金の災害査定を終わりまして、復旧に取り

かかることは可能になったところでございますが、た

だ、国庫負担法で認められる分は橋脚のほう等でござ

いまして、実際に交通どめを解消するためには上部の

路面等の補修が必要でございますので、まず路面等の

復旧については今月中に何とか整備をして交通解放に

努力したいと思っております。それと全体的な復旧に

つきましては、やはり渇水期、冬場の工事をしなけれ

ばならないので、その二段階の復旧となりますので、

ご了解ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  私のほうから、新築町、

田高の雨水対策の認可拡大の件についてお答えいたし

ます。 

 前回、前々回のお答えで７月ごろをめどにというこ

とでお答えしておりましたけども、ちょっと震災の関

係で事務が若干おくれまして、ちょっと日付はあれで

すが、つい先ごろ県のほうから認可の了解をいただい

たところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今の新街橋についてでありますが、

二段階というようなことで、上部舗装は今月中という

ようなことで対応していくという話です。期待してま

すが、橋部のほうを国の査定で認めてもらったという

ようなことになると、随分許可されるのではないかと

いう期待感を持ってまして、車両と歩行者の関係、将

来的に若干広げることが可能なのか。そして、歩行者

の安全確保ができるのかということの見通しについて

も、あわせてお聞かせ願いたい。 

○委員長（澤里富雄君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  災害査定の結果とい

いますか、内容でございますが、上部工についてはや

はり老朽化ということで、国庫負担法にはなじまない

という決論をいただきまして、それについては市の予

算のほうの少額な予算ですが、その中で復旧したいと。

それから下部工、いわゆる橋脚なんですが、現在の橋

脚はコンクリートの丸い柱何本かで支えてるんですが、

それらに劣化した部分等補修するというのが災害査定

の結果でございますので、現状の形は変わらないまま、

コンクリートのクラック等に注入をして、水が入らな

いようにすると。そしてあとは繊維で巻きつけて、部

分等を補いながら復旧するという工事内容でございま

すので、将来今回の査定をもらったので拡幅とか、補

強とかできる内容までは査定をいただけなかったこと

ですので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため、休憩いたします。再開は午後

１時５分とします。 

    午後０時04分   休憩   

──────────────────── 

    午後１時05分   再開   

○委員長（澤里富雄君）  休会前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。この際、７款で城内委員からの

質疑について答弁を保留しておりましたので、その答

弁を求めます。下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、城内委員

の答弁保留についてご答弁を申し上げます。 

 株式会社街の駅・久慈の平成22年度の決算状況であ

りますけども、いわゆる営業収益等含めた収益の部分

が5,423万3,000円。そして、いわゆる営業に関する原

価あるいは営業外費用等の原価を含めて7,258万8,000

円。それを差し引きいたしますと、1,835万5,000円の

赤字ということになりますけれども、そこに300万の

特別利益がございまして、その分が差し引きされて、

最終的に1,535万5,000円の赤字という状況になってお

ります。 

 ただし、今後の見通しでありますけれども、設立以

来、監査法人による監査の義務づけがあり、毎年この

監査を受けるための費用として500万円以上の費用が

支払われているところであります。これが今年度に支

払いをすると、５年間の分が終了することに伴い、そ

の分が減になるというふうに聞いてございます。 

 また、さらには必要経費の節減、支出の減等々を努

力している最中でございまして、そういったことから、

今後順次黒字の方向に進んでいくものと、このように

とらえているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その監査法人の監査500万というの

は、こういう規模の売り上げの10％、売り上げが
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5,000万で、その10％も監査法人の監査にかかるとい

うのは、これは法律で決められるからそうかもしれま

せんが、これは基準とかランクがあると思うんですけ

れども、こういうようなのはもう少し、何というんで

すか一般の営利企業とまた違った形の形態、ただ株式

会社には株式会社にかわりないんですけれども、そう

いった点で、これの基準っていうか、非常に高すぎる

と感じるんですが、私の感じ方が普通だと思うんだけ

ども、その辺どうなんですか。ちょっとびっくりする

ような金額ですよね。お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  確かにイメージとす

れば高いかなというような感じはいたしますれども、

定めによってお願いをし、監査法人から監査を受けて

いただいているということで、その費用だということ

でございますので、私のほうからはこれは高すぎると

か、安すぎるとかっていう部分についての判断は非常

にしかねるところでございますので、その辺につきま

しては、どうかご理解いただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その監査法人というのは、何なんで

すか。どこにあるどういう団体なんですか、監査法人

というのは。東京ですか。久慈では聞いたことないけ

ど、監査法人というのはどういう体をなしたものです

か。そして、法律で決められておるかもしれませんが、

いわゆるどこかの天下りが集まった団体のような気が

するんだけれども、そんなものでないですか。何かよ

く、独立法人とかさまざまつくって、官僚の人たちが

第二の就職場をつくってるんですが、そういった場所

じゃないんですか、これ。ちょっとお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  これには、その資本

金の一定額以上の場合、あるいは株主が街の駅・久慈

の場合は103人になっておるわけですけれども、そう

いうふうな人数の多い場合等に、会計士の監査指導を

受けるようになるというようなことで定められている

ところがありまして、それに伴って、この監査法人に

よって監査をいただいていると、しなければならない

ということになっているものでございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ちなみに、どこの会社がやっておら

れるんですか、会計士は。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  住所については、大

変申しわけございませんが、有限責任監査法人トーマ

ツという会社でございます。 

○城内仲悦委員  トーマツって、片仮名ですか。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  そうです。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  一つは161ページ、防災情報通信設

備工事にかかわってですが、この工事の内容と、それ

からこれは消防無線のデジタル化へ向けた、それの一

環の工事なのかどうか。 

 それからもう一つは、消防用の設備といいますか、

備品等の購入の分ですが、この内容について具体的な

分については、消防用のポンプ、排水ポンプ等、これ

らの購入状況をお願いします。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  防災情報通信無線

設備工事についてご質問がありましたが、これは、Ｊ

-アラートの施設の改修工事であります。これまでの

Ｊ-アラートは、事前に登録がされた音声のみに対応

しておりましたが、これは消防庁のほうから書きかえ

があれば即時に書きかえられ、あらゆる情報等を発信

することができるようなシステムとなっております。 

 次に、排水ポンプ等の購入状況でありますが、一般

質問のときに答弁いたしましたとおり、現在10台を保

有しております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  若干補足させていただき

ます。まず、防災情報関係ですけれども、これにつき

ましては、課長の答弁した内容でございますが、従い

まして、これはデジタル化に向けた整備工事ではござ

いません。これにつきましては、現在、今年度国庫補

助のもとに進めようとしているものでございます。 

 それから、備品につきましてですけれども、これに

つきましては、戸別受信機、それからライブ映像シス

テムと申しまして、今回まだちょっとシステムの運用

の最中だったんですけれども、それらのライブ中継、

現場からの中継システム、これを購入したものでござ

います。 
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 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。３・11震

災を含めて災害続きで、この防災の施設、人的体制も

含めて大変重要になってきているわけですが、消防職

員の現状についてお聞かせください。いわゆる人数で

すね。求人に対して何名で充足率はどれぐらいになっ

ているのかお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  常備消防のことでござい

ますね。常備消防につきましては、現在、定員数が

143。それに対しまして全体、広域ですけれども、広

域連合管内で143に対して142名、１名の欠員でござい

ますが、これは実は大野分署の退職に伴いまして、若

干途中欠員が出たものでございます。 

 それで、ちなみに当市にかかわります分につきまし

ては、久慈消防署におきましては48名というふうにな

っております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  143名に対して142と、それはわか

りましたが、いわゆる消防庁、いわゆるその必要人員

といいますか、基準というのがありますよね。それと

の関係で見ればどうなりますか。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  先ほど申し上げましたよ

うに、現在、定員数は143となっております。それで、

大野分署で昨年の７月に１名減に伴いまして、これに

つきましては、久慈消防署から１名配置がえしており

ますので、久慈消防署に１名欠員が出ております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  これは、連合議会においても

たびたびご質問出される点であります。今、詳細につ

いては、資料届き次第、担当のほうから答弁させます。 

 その前に、定数なんでありますが、先ほど総務部長

から答弁したとおり、143が条例上の定数になってご

ざいます。これは、広域構成市町村のご理解のもとに、

去年、おととしかな、この143の定数に達したところ

でございます。定数の100％充足に合意が得られたと、

こういう状況にはなってございます。ただ、たまたま

142名となっておりますのは、中途退職者が発生した

ために142名となっているということであります。 

 確認のために申し上げますと、定数、条例上は143

であったものが、長年にわたって構成市町村の合意が

そこに達していなかったために、しばらくの間143に

は達していなかった。これを何とか143に充足をしま

しょうということの話し合いをここ数年行ってきた結

果、合意に至って、今143を埋めていると、達してい

るという状況でございます。 

 それとあと、一つの基準ということでありますけど、

これは一般的な類型的な団体において必要だとされて

いる、確かに基準値なるものがございます。というこ

とでございますが、それに対しては143は低い数字に

なっていることは事実でございます。 

 ただ、これは、それぞれの地域地域の特色、事情を

とらえて定数で定めるということになっております。

あくまでも、こういった自治体あるいは地形・地勢で

あれば、このぐらいは必要であろうという、そういっ

た基準でありますので、これを必ず達成しなければな

らないと、こういうものではないというふうに私ども

は理解しておりますので、どうぞこの点はご理解を賜

りたいと、このように考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  ただいまの質問は保留とし

て、次の質疑に移ります。城内委員。 

○城内仲悦委員  水防費に関連するんですが、消防団

が水門の管理点検をいたしておりますが、実は今度の

台風15号の水害で、旧県立久慈病院、堤防の左岸です

が、訓練校のグラウンドのバックネットのところに水

門がありますが、実はあそこの水門を全部閉めちゃう

と板が小さくて、上の部分から逆流してくるんですよ。

点検してほしいんですが。そして、あの校庭とあの周

辺の新中の橋と栄町の境のあたりがものすごい冠水し

ました。 

 で、これ、きちんとすれば入らなくてもいいのに、

あそこは内水門がくる川がないですから、普段はたま

んないんです。川から板が不備なもんだから、下まで

閉めちゃうと上が開いて、そこから水が入ってくると

いう状況があったわけですが、その辺は確認している

のか。これは多分県が管理する水門だと思いますけれ

ども、そういう事実がございましたので、ぜひこれは

点検のうえ、速やかな改修を求めたいんですが、お聞

かせを願いたいと思います。 

 それからもう一つは、一般質問でも答弁あったとこ



－70－ 

ですけど、防災行政無線の関係ですが、答弁では総務

部長から沿岸部分については見直しながら整備してい

きたいという答弁があったんでけども、具体的に申し

上げますと、いわゆる国道45号から半崎に行く新しい

道路があるわけですけども、あそこから半崎部落まで

は、集落までの間に山の中を行くわけですが、あの中

間地点に住宅地があるわけです。そこにはなかなか聞

きにくいということで苦情を申し上げ、改修申し上げ

てきたところですけれども、この解消策についてはど

うなっているのか。で、クマ情報があちこちで出始め

てますけども、このクマ情報に関する情報の徹底につ

いても、再度対応の仕方についてお聞かせ願えればと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ２点に関しましても、既

に委員会等でもご説明申し上げましたけれども、いず

れ台風15号にかかわって12分団所管のエリアについて

は、水門のゲート、これの完全閉鎖、それからまた上

げたり閉めたりということで、地元の方と若干意見の

食い違いがあったということは、前にもお話申し上げ

ました。 

 それで、現実的に今も指摘のあったとおり、現場の

超ベテランの分団長の指揮のもと、開閉等の作業をし

たわけですけれども、現場につきましては、これは県

等とも協議しながら、改善策は講じていかなければな

らんなあと、そういうふうには考えてはおります。 

 それから、防災無線につきましては、これまたご答

弁申し上げたとおりなんですけれども、場所について

も私ら承知しております。それから職員も現場確認も

しております。 

 それで、市長のほうからご答弁申し上げましたとお

り、いずれ国に対しては無線法の改正の関係で全域の

防災デジタル化、これは進めていかなければならんと

いうのが市の方針でございます。これはもう法改正で

ございますので。 

 それで、今回の災害のもとに、国の１次補正、２次

補正の中に、何とか防災デジタル化、いわゆる破損し

たものの改修も含めまして、これについて県を通じま

して国にお願いをしてきたところでございます。 

 それで、今回補正予算の中で一部につきましては認

められましたので、内報によりまして、今回補正予算

においても議会にもお願いしているところでございま

す。そのエリアの中において、いずれ極力沿岸部の薄

いところ、海岸部の釣り人等の話も今まで議会でも話

されておりますので、これらも将来的に考えながら配

置について考えていきたいと、そのようにご答弁申し

上げましたし、それから半崎についても、私らもその

中の検討の中に入っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  先ほど、保留中に対する答

弁をお願いします。 

○総務部長（菅原慶一君）  先ほどの消防力基準の話、

答弁保留しておりましたが、220人に対して143人とい

うことで、0.65という数字上にはなります。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  159ページの防火栓のことについて

なんですが、この件につきましては、第26回定例会で

も質問した経緯がございますが、市道三崎漁港線の消

火栓の設置計画について、どのような計画があるのか

お伺いをいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  これにつきましては、設

置する方向で検討を進めて、現場にも入っております。

しかしながら、今回の災害の関係で、災害対策を先に

やるとか屯所の関係とか、そちらを先に進めておりま

すので、今しばらくお待ちいただきたいと思いますが、

今年度中に何とかしたいと、そのように考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、一般会計歳出、10款教育費、質疑を許します。 

 梶谷委員。 

○梶谷武由委員  169ページ、一番下のところですが、

無線ＬＡＮのアクセスポイントの移設云々というとこ

ろですが、校内で無線ＬＡＮを利用できないといいま

すか、そういう箇所があるというのを聞いてるんです

が、教室、普通教室、特別教室、あるいは体育館、こ

れらのところで、すべての学校のこういう場所で、パ

ソコンが利用できる状態に現在あるのかどうかお伺い

します。 

 それからもう一つは、187ページ、真ん中辺になり

ますが、委託料で総合運動場の天然芝の育成試験とい



－71－ 

うふうになっていますが、この試験の状況についてお

伺いします。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  それでは、お答え申

し上げます。 

 無線ＬＡＮの学校における情報化の関係でございま

すけれども、順番にお答えしたいと思います。 

 まず、電子メールを付与している者につきましては、

小中合わせて367名となってございます。それから、

学校内でのパソコン教室ですけれども、全部で31教室

となってございます。それから、ＬＡＮで整備済みの

教室につきましても、31教室。それから、インターネ

ット接続の可能教室につきましても、31教室というふ

うになってございます。 

 あと、それから校内用の関係でございますけれども、

市のほうと結んでおりますサイボウズですけれども、

これは全部で31台。それから、教育用ネットワーク、

教職員用の設備といたしまして347台というふうにな

ってございます。 

 それから、現在ですけれども、さきの大震災により

まして使えない状況になってございますのが、久喜小

学校、それから三崎中学校、小袖小学校というふうな

状況になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  古屋敷社会体育課長。 

○社会体育課長（古屋敷重勝君）  ご質問のありまし

た総合運動場天然芝育成実証試験委託料の内容につい

てご説明をいたします。 

 まず、この目的でございますが、総合運動場のグラ

ウンドの芝生化というものについて試験を行ったもの

でございます。その試験の方法としては、２種類を試

してみました。約50平米の範囲内におきまして、鳥取

方式というポットの芝の植え込み方式、それからもう

一つは塩釜方式という牧草地造成方式、種子から育成

するものでございます。この２種類について、昨年の

４月23日から３月31日当期まで実証実験を行ったもの

でございます。 

 その結果でございますが、やはり、それぞれ気候的

あるいは土壌的な部分がございまして、なかなかきれ

いな芝生には至らなかったということで、さらに研究

していかなければならないというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  無線ＬＡＮのアクセスポイントの分

については、私が聞いたのとちょっと答えが返って来

なかったんですが。具体的には、学校でその普通教室

や特別教室、全部ではないようですが、パソコンを使

って利用できると。ところが、体育館については、子

供たちが学習して、それらを発表する場合に、そのパ

ソコンを使えないというようなことがあって、そのた

めに困っているので何とかならないかということなん

かも聞いていたので、このアクセスポイントの移設な

んかを行って、すべての学校で使えるようになったの

かなということでお尋ねをした次第です。もう一度お

願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  ただいまのご質問で

ございますけれども、ＬＡＮの関係ですけれども、パ

ソコン教室、普通教室、特別教室というふうになって

ございますけれども、ご質問の体育館等につきまして

は、現在使えるような状況にはなってないというふう

な状況でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  そうすれば、学校でさまざまな学習

成果を発表する場合、さまざまな形があるわけですが、

学年で発表するとか、あるいは学校全体でとか、総合

学習等でさまざま学習した経過、成果を発表する場合

に体育館等がよく使われると。そのときに、そのパソ

コンを持っていって行いたいんだけども、使えないと

いうことが言われていましたので、それの今後の計画

の分についてお伺いします。 

○委員長（澤里富雄君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいま課長から申し上

げましたとおり、体育館については現在はパソコンが

ケーブルが入っていないというような状況があるわけ

ですが、これについては、現場等見てどれぐらい授業

に支障を来しているか等も見ながら、どれぐらい経費

等がかかるか等、検討することになるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  175ページの文化財についてお伺い

をいたします。 
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 かつて、歴史のマップをつくったらどうかというご

提言を申し上げた際に、歴史マップはできないけど文

化財マップについては考えたいという答弁をいただい

た経緯がございますので、現状はどのような状況にあ

るかという点にお尋ねをいたします。 

 それともう一つは、歴史的な史跡、そういうところ

に対して、標柱の立っているところもあれば、大半が

ないと。そういったところについては、説明板か何か

そういうのもつくってもらいたいんだけど、そういっ

た考え方についてはどうかというものについても、個

数は少ないながら何とか対応してまいりたいというお

話を承ったように記憶してございますが、そこのとこ

ろはどのようになっているか、お伺いをいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  ただいまの

ご質問にお答えをいたします。 

 文化財マップにつきましては、現在、緊急雇用創出

事業を導入しまして作成中でございますので、本年度

中に印刷になる見込みでございます。 

 それと、史跡等の標柱説明板でございますけれども、

現在、久慈市内にさまざまな文化財がございますけれ

ども、指定文化財等、貴重な文化財に関しましては、

そういった説明板、標柱を優先的に建立しております。

現在、64カ所の指定文化財ございますけれども、その

うち、説明板は35カ所、標柱はおよそ60カ所設置して

ございます。 

 これは指定文化財以外に、塩の道でありますとか、

遺跡、埋蔵文化財包蔵地、貴重な遺跡があるとされて

いる場所に標柱を設置しておりますけれども、今後と

も、毎年３基ずつその説明板を設置しておりますので、

今後も引き続きその説明板の設置に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  説明板の設置状況を記したような資

料か何か、後でもいいから、もらえるのであればいた

だきたいということをお願いしたいと思います。 

 それから、この成果を説明する関係の36ページに郷

土芸能保存団体の育成という科目がうたわれているん

ですが、この予算的なものの処置の関係について、関

係する団体が13団体で構成される協議会への補助とい

う項目がうたわれているんですけど、この中身につい

てお伺いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  この郷土芸

能保存団体の育成にかかわりまして、郷土芸能関係団

体13団体に補助金をお支払いしております。これは、

会の運営費の補助という形になりますけれども、１団

体２万5,000円ずつ毎年支出しております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  １団体に毎年２万5,000円ずつ出し

ているんだということでございますが、聞くところに

よれば、予算的になかなか厳しいので大変だという話

をよく聞くわけなんですけども、例えば、久慈の秋ま

つりに関しては400万ほど予算計上したり、あるいは

私の理解の仕方がどうかわからんけども、交流セン

ターから依頼を受けて山車を展示するために50万ほど

展示を提供するほうにはお金を受けているというよう

な中身でないかなと理解するわけなんですけれども、

そういった等々から見ていけば、私はこの秋まつりに

関しても、山車を中心にやるだけが秋のお祭りを盛り

上げているんではないというふうに思うんですね。中

日に、この13団体の人たちが、大半の方が流し踊りの

形のようなものをやっておられて、そこにも相当な山

車の初日に負けらず劣らずの観客が見に来られるわけ

でございますが、そういった面でも相当な影響が私は

あると思うんですね。 

 そういった人たちが、今年度は特にも震災等の関係

もあろうかと思うんですけれども、１人ジュース１本

いただいて、喜んだかどうかはわからんけども、何と

も気の毒だなという思いを感じたわけでございます。 

 例えば、女性の方が踊りなんかで参加するにしたっ

て、ぼさぼさの山嵐のような頭で着物を着て踊りをす

るというわけにもいかない。あるいは、美容院にも行

かなければならない。そういった点等から見れば、相

当な形の出費がかかってご協力をいただいてるんだと

いう形から想像していくと、私はもうちょっと、この

文化活動の一環として、その予算的な面で考えていた

だける余地があるのでないかなというふうに思います

が、そういった面での考え方をお聞きいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  各郷土芸能

団体の方が、そういったイベント等に出演する場合は、
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それぞれ主催者のほうで出演謝金というものを通常お

支払いしていると思うんです。ですから、そういった

出演謝金の予算の範囲内と言うとあれですけども、そ

の中でどの団体も出演していただいているというのが

実態だと思います。 

 ですので、そういったイベントへの参加というのは、

積極的にして、郷土芸能を伝承を盛り上げていただけ

ればよろしいんですけれども、そういった実態である

というふうに把握しております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ご説明に関しては、わからんわけで

もないし、ただ実態というものはもう少し詳しく現実

的な状況を把握した中から、取り組みというものを来

年度に向けては考えていただきたいということを申し

添えて終わりますが、その決意をちょっと聞かせてく

ださい。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  文化団体の保護、育成に関し

ては、教育委員会から方針が示されて、またその方針

に基づいて予算要求等があり、これを措置していると

いうことであります。団体育成については教育委員会

の所管事項ということであります。 

 同時に、市行政全体として、そういった団体をどう

育成していくのか、市長部局でどうかかわることがで

きるのかと、こういった点については、私から若干補

足をさせていただきたいんでありますが。例えば、秋

まつりに限らず、各地域等には伝承文化、それから伝

統文化というものがあるわけでありますが、例えば、

それらをさらに活発にしたい、することによって、そ

の地域の活性化を図りたいと、こういったことについ

ては、ご案内の地域コミュニティー振興事業、これら

の活用について検討していただければありがたい、こ

のように思っております。 

 その中で、特にもこの秋まつりへの参加ということ

になりますと、私もある組にも参加をさせていただい

ておりますが、自分が着る衣装等については、これは

みずから準備をいたしまして参加する、そういった例

がほとんどであるわけであります。 

 女性の場合においても、その運行に加わるその者た

ちは、みずからお小遣いをためて、その日に備えると

いうような努力をそれぞれがやっていると、こういう

ふうに理解、承知しておりますので、秋まつりは、秋

まつりとしてのご議論の中で、詰めることがあれば詰

めていきたいし、また、団体の育成そのものについて

は所管しております市教育委員会のほうにおいてしっ

かりと詰めていただきたいと、このように若干整理し

た形で議論を進めさせていただければありがたい、こ

のように思っております。 

○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  166ページ、それから173ページ、小

学校、中学校それぞれの借上車両についてお尋ねしま

す。 

 ページの167小学校のほうの分野においては、教育

研究指導費として借上車両の分。それから、173ペー

ジの中学校の分については、教育振興費と、こういう

ように科目が違うんですけども、一体その借上車両と

はどういうときに使う、何の車のことか簡単にご説明

お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  菊地学校指導課長。 

○学校指導課長（菊地理君）  それでは今、借上車両

についてご質問いただきましたので、お答えいたしま

す。 

 小学校のほうの借上車両は167ページのほうでござ

いますが、小中学校の音楽発表会等がございまして、

それにかかわって輸送のバスの借上料というような形

でございます。それから、もう一つは、ボランティア

活動。今度は中学校のほうになりますけども、中学校

でも総合学習の体験学習等で移動したりするときのバ

スの借上料というのが主な内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  項目的にこだわって云々なんていう

つもりは毛頭ございません。それぞれの目的によって

借り上げていると理解しております。 

 ついでに、あと１点だけお伺いしますが、小学校な

り中学校なり、今スポーツクラブといいますか、ス

ポーツ振興が非常に盛んになっておって、遠征試合と

か、あるいは何かの大会などというときに、よく市の

ほうでバスを提供していただけないかという相談を結

構受けますが、そういう意味では、借り上げればそれ

は有料でしょうし、市のほうで教育委員会を中心とし

て行政のほうで配車できるものがあれば、それにこし

たことはないと思いますが、いずれ今の広域的に他の
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市町村との交流を含めた大会が非常に多くなっている。

そういう実態の中で、これから未来の子供たちのそう

いうスポーツ振興ということについて、行政がどれだ

け取り組んでいけるか、それが大いに期待されている

わけですね。家族あるいは親御さんたちの負担という

のも、結構かかっているわけですね。そういう意味で、

可能な限り車両等の提供配備については、最大限に努

力していただきたいなと。 

 例えば、教育委員会に所属しているバスが何台ある

か、私自体わかりませんが、仮に同一の日に同一種目

あるいは全然関係ない他市町村の場所の違うとこでの

利用願い出などというのも結構あると思いますけれど

も、いずれにしても可能な限り市にある車両というも

のは有効に活用できるような、それこそ組織上のこだ

わりを、壁を超えて利活用できるように、それぞれ創

意工夫して、子供たちのそういう輸送を確保できるよ

うに配慮していただきたいと、そのように希望します。

一言、簡単で結構ですが、私が申し上げた考え方につ

いてお答え願いたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  古屋敷社会体育課長。 

○社会体育課長（古屋敷重勝君）  ただいま質問いた

だきました教育委員会に所属するバスというもののお

尋ねについてお答えをいたします。 

 まず、社会体育課のほうでは、スポーツ振興号とい

うバスを１台所有してございます。29人乗りでござい

ます。これにつきましては、運行基準というものがご

ざいまして、三船十段記念館の事業とか、教育委員会

が主催する事業とか、あるいは社会体育団体の県大会、

市の代表として出場する場合には利用できると。ただ

し、乗車人員が12未満であるとか、３日を超えるとき

とか、そういうものについては許可できないという基

準の中で運行しているものでございます。 

 同一日に大会があった場合にはどうするかという場

合でございますが、この場合、社会体育団体というこ

とで、スポーツ少年団、小学校、中学校という場合に

ついてお答えをいたしますが、この場合については、

ご指摘のとおり、目的に沿った事業の申請が早くなっ

たという場合について、その中の審査が１番目となり

ます。その中において重要度とか、何か調整するもの

があれば、そのものの調整ということになりますが、

現在のところ申請主義と審査という形になってござい

ます。 

 お尋ねの件の運用等でございますが、中学校の体育

連盟とかというものについては、学校指導課のほうで

対応するということになっておりますので、そちらに

ついては、また別でございますので、私はスポーツ振

興号の内容についてお答えをいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  ただいまのご質問に

ついてお答えします。 

 総務学事課のほうの所管の分でございますが、ス

クールバス関係でございます。山根地区には、現在３

台のスクールバスがございます。それから、また山形

地区にありましては、７台のスクールバスがございま

す。 

 ご質問の関係につきましては、通学に支障のない範

囲で、そういうスポーツ活動なり文化活動、そういっ

た部分で支障のない範囲で利用に寄与しているところ

でございます。今後とも、委員の先ほどお話がござい

ました事項につきまして、それぞれ状況を申請にもと

づいて利用をさせているわけですけれども、今後とも

そのような対応をしてまいりたいというように考えて

ございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お尋ねいたします。 

 一つは、旧長内中保管展示施設ですか、たしか耐震

診断をおやりになりましたよね。その結果とその後の

対応について、ひとつお聞かせください。 

 ２点目は、これ関連ですが、いわゆる文科省、エネ

ルギー庁が発行している副読本っていうんですか、い

わゆる原発神話を強調した副読本がよそで利用されて

いるというのを聞いたんですが、市内の小中ではその

副読本は利用されているのかいないのか、いなければ

結構ですが、その確認です。 

○委員長（澤里富雄君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  旧長内中学

校、現在、久慈市文化財保管展示施設として活用して

おりますけれども、こちらの耐震診断でございますが、

昨年度実施しまして、耐震補強工事の必要はなしとい

う診断結果が出ております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  菊地学校指導課長。 
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○学校指導課長（菊地理君）  副読本についてですが、

今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、確認

の上、お答えしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  169ページの学校維持補修工事につ

いてでございますが、この件につきまして、小袖地区

の漁業集落排水の処理施設が23年度中に復旧すること

に伴い、伸び伸びとなっている久喜・小袖小、そして

また三崎中学校などのトイレの水洗化の着工見通しが

どのようになっているのかをお伺いをいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  三崎中学校、それか

ら久喜小学校、小袖小学校の水洗化のご質問でござい

ますけれども、さきの震災によりまして、小袖地区の

漁業集落排水施設のほうが被害を受けたということで

ございます。 

 それで、今年度の予算でもって水洗化工事を予定を

してございましたけれども、小袖地区の施設のほうが

被災をしたということで、今年度内での工事着工とい

うのは現段階では少し困難な状況になっているという

ふうな状況でございます。 

 いずれ、小袖の漁業集落施設の担当課とも十分な連

携をとりまして、早期に着工できるように努力してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  一般質問の答弁によりますと、23年

度中に復旧することと答弁をいただいております。こ

れにあわせて、できるだけ早く着工してもらいたいと

思います。先生方も待ち望んでいるし、また子供たち

も待ち望んでおりますので、早期の着工をお願いした

いと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいまのトイレの水洗

化の工事につきましては、漁業集落排水の工事の進捗

を見て、早期に着工するように努力してまいりたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、今議会に荷軽部小学校と

戸呂町小学校の廃止条例が出ているわけですが、教民

の委員会で現場を視察をさせていただきました。 

 一つは、荷軽部小学校の体育館の雨漏りがあるとい

うことを確認してきました。これはいずれ廃止する前

に、きちんと雨漏りがないような状況をつくっていた

だきたいんですが、そのことについて、まずお聞かせ

ください。 

 それから、165ページに日野沢と繋小学校の閉校実

行委員会の補助金があるわけですけども、今回も当然

現地では荷軽部でも戸呂町でも、閉校実行委員会につ

いては準備がなされているようであります。そこで、

この金額が違いますが、基準が生徒数なのか、集落戸

数なのかわかりませんが、その基準がどうなっている

のかお聞かせをいただきたいと思います。 

 もう一点は、先ほど副読本の話が出たんですが、き

のうのＮＨＫの番組で、小中学校のいわゆる原発なり

放射能の教育をしていかなきゃならないということが

出ておりまして、何か中学校は来年から、あるいは小

学校もということで、先生方非常に苦労しているとい

う状況が、ＮＨＫの７時半からの番組でありました。 

 そういった意味では、これからはその放射能につい

て、我々はきちんと教えていかなきゃならないという

ことが出てくるそうですが、そういった意味では、教

員の方々が教えれるような知識がないと、その教員の

方々の教育がまず必要だということが番組ではなされ

てましたんですが、そのことについて、久慈市ではど

のような対応になっていくのか。これは岩手県として

の対応も必要だと思いますけども、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、外里遺跡のことで昨日聞いた中では発掘

が終わって、コンテナに詰めてあるということでござ

いました。この外里遺跡について、展示なりして、市

民の皆さんにきちっとお知らせする、その価値のある

物ではないかというふうに思うんですが、今後の展示

計画なりお持ちであるのであればお聞かせをいただき

たいというふうに思います。 

 もう一点は、文化会館アンバーホールの監督、舞台

監督といいますか、江戸京子さんからＮＨＫの、ちょ

っと名前忘れましたが、バイオリニストにかわったわ

けですけれども、新しい館長の方針なるものがあると

思うんですけども、考え方としてどのようなことで久

慈市の文化の発展のためにお考えになっているのか。

当然、当局では懇談なりいろんな場を通じて知ってる

かと思いますので、そのことについてお聞かせ願いた
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いと思います。 

 もう一点は、チケット。999円というチケットが先

日あらわれました。これなぜかといいますと、文化会

館の使用基準の中に、1,000円を超えると使用料が高

くなるという基準があるんですよね、別表で。私、以

前から1,000円以下のところをぜひ、今は1,000円未満

になっているんですよ。それを1,000円以下にするこ

とによって、1,000円のチケットを出せるんだという

ことで、ぜひ改善をしていただきたいということで申

し上げてきたが、なかなか教育委員会は首を縦に振っ

てくれなかったことがありました。 

 このことについては、私どもは仙台の北の、ちょっ

と今市の名前は忘れましたが、視察したときに、そこ

の文化会館ではやっぱり1,000円以下というふうにし

てるんですね。そうすると、市民の皆さんが文化会館

使うときに、1,000円の切符を出せると。そして、安

く使えるというようなことがありました。 

 そういった意味では、そういった改善することが必

要ではないかと。999円というチケットが出たことに

ついて、非常に私はこれはあり得ることだなと思って

思ったんですが、やっぱりそういった改善をしながら、

市民の皆さんが使いやすい、使い勝手のいい方向に条

例改正をしていくべきじゃないかというふうに思うの

ですが、その点についてもご検討をいただきたいし、

そのことについて質問いたします。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  荷軽部小学校の雨漏

り、それから閉校に伴う記念事業の補助金の根拠につ

いてのご質問がございました。まず、荷軽部小学校の

雨漏りについてのお答えを申し上げます。 

 荷軽部小学校は、明治８年に創立、そして136年の

校史をもって、今回条例提案をさせてもらってる閉校

の提案をさせてもらってるわけですけれども、これま

で1,257名の卒業生というふうな状況になっておりま

す。 

 現地調査をした際に、体育館のほうの雨漏りが、私

も同行いたしましたけれども、あったということでご

ざいます。いろいろ帰って来まして調べましたところ、

平成21年の耐震補強工事の際に、その雨漏りの部分の

原因を調査をいたしましたけれども、特定ができなか

ったということでございました。 

 ただ、緊急雇用等を活用いたしまして、雨漏り等、

漏れる箇所の応急措置を行ってきたところでございま

すけれども、なかなかその原因が究明できぬ状況で雨

漏りが続いているというふうなことでございます。 

 いずれ荷軽部小学校に限らず、雨漏りについては授

業等にも影響がございますので、施工業者あるいは専

門の業者、そういった方に原因の究明を原因箇所を調

査をしていただいて、対応をしてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 次に、閉校に伴う事業実行委員会の補助金の基礎で

ございますけれども、現在、基本額を30万としてござ

います。そして、もう一つが児童生徒数割で、これは

限度額35万円でございますけれども、１人から10人ま

での児童生徒の場合は１人当たり１万5,000円、11人

以上の場合は１万円というふうな基準でもって計算を

してございます。 

 それから、学区内の人口割ということで、こちらも

限度額35万円となりますけれども、１人から300人ま

では750円、１人当たり。それから、301人以上は１人

当たり500円という積算でもって、補助額を計算をし

てございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  それでは、ご質問いた

だきました２点について、お答えをいたしたいと思い

ます。 

 まず１点目です。永峰館長の久慈市文化会館館長就

任に当たっての考え方などについてご説明をいたしま

す。永峰芸術監督兼館長は、永峰高志氏でありまして、

現在、ＮＨＫ交響楽団第二バイオリン主席奏者や、洗

足学園大学の教授などを務めておられます。 

 久慈市文化会館といたましては、専門的な技術や知

識、人脈が必要であり、当初より芸術的な価値の高い

事業を展開するために、芸術監督兼館長を配置してい

るところであります。 

 永峰監督につきましては、昨年、平成22年10月１日

よりご就任をいただいており、アンバーホールにおけ

る自主事業の各種プログラムの選定や交渉等に当たっ

ていただいております。 

 永峰監督からは、常々、音環境の優れたアンバー

ホールを活用して、質の高い芸術文化の発信をしてい

こうというお話を伺っており、クラシック等を基本と
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しながらも、より市民が親しみやすい、いつでも足を

運べるような市民のホールにしていきたいというよう

なお話をいただいております。 

 このような永峰芸術監督館長の考え、思いにつきま

しては、これまでもエフエム岩手の番組や新聞での取

材への対応、また、くじ広報への掲載、専門誌等の取

材などにより、市民の皆様にお伝えできているものと

認識しております。 

 次に、チケットの金額についてお答え申し上げます。 

 チケットの1,000円未満という考え方についてご説

明いたします。この区分の仕方に関しましては、私ど

もは、このような１円に係る区分は、どこの部分でも

発生するものであり、久慈市文化会館といたしまして

は、４けたと３けたの区分を基準として、999円と

1,000円の区分をしているものと認識しています。 

 また、利用料、使用料についてですが、久慈市文化

会館の使用料の計算につきましては、コスト計算では

なく、他の同類の文化施設等との比較、例えば建物が

古いとか、建物の大きさなどを比較して設定している

ことから、もともと低価格の設定であると考えていま

す。 

 また、平成11年２月３日の開館から、既に12年間が

経過していることもあり、利用者の皆様からもこの料

金体系をご理解していただいているものと認識してお

ります。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  菊地学校指導課長。 

○学校指導課長（菊地理君）  城内議員さんから、小

中学校の放射能の教育についてご質問いただきました。

私も、テレビ、新聞等でシーベルトとかベクレルとい

う単位をよく聞くんですが、一体何を意味してるのか、

ちょっと自分自身も理解できないでおりました。まし

てや小中学生はそうではないかなというふうに思って

いるところです。 

 そこで、小中学校の教科の内容で、そのベクレルや

シーベルトに触れているものはないのかなということ

で調べてもらいましたところ、中学校３年生で放射能

については触れるようですが、このベクレル、シーベ

ルト等の専門的なものについては入っていないようで

ございます。 

 しかし、現状をかんがみたときに、やはり教育委員

会としても、小中学校の子供たちに、段階に応じて指

導していく必要があるのではないかというふうにとら

えているところです。 

 そのために、議員さんおっしゃるように、先生方の

知識を高めていかなければならないところなんですが、

理科の先生等を中心にしながら、理解ない学校もあり

ますので、理科の得意な先生方を中心として知識を深

めてもらいたいと。そのために、県のほうで行ってい

る研修会等もございますし、実際、もう校長先生方で

出て勉強している方もいらっしゃいます。今後も研修

会があるというふうに聞いております。 

 また、各学校で新聞等で取り上げられたようなとき

に、タイミングをみて、インターネット等を活用しな

がら知識等を深め、小中学生に正しい知識を指導して

いきたいなというふうに考えているところです。今後、

校長会議等で各学校に呼びかけ、指導してまいりたい

と考えております。 

 城内議員さんの質問については以上でございます。 

 あと、委員長さん、先ほど小野寺議員さんの質問に

ついて保留しておりましたが、関連しますので、あわ

せて答えてよろしいでしょうか。 

○委員長（澤里富雄君）  お願いします。 

○学校指導課長（菊地理君）  小野寺議員さんから、

文科省の副読本等で、原発について触れているものは

ないかということでご質問を受け、保留しておりまし

た。調べてみましたところ、文科省と経済産業省共同

出版で、３月に小中学校に配付してあるということで

ございます。本の名前は「あとみん」という本の名前

のようですが、内容につきましては、原子力エネル

ギーに触れているものということでとらえておりまし

たが、詳しい内容については、大変申しわけございま

せん。私、ちょっととらえておりませんでしたので、

これでご容赦いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  外里遺跡か

らの出土品の今後の取り扱いについてのご質問にお答

えをいたします。 

 外里遺跡は、県北広域振興局からの委託を受けまし

て、平成19年から平成20年にかけて、屋外の発掘調査。

そして平成19年から平成22年度にかけまして、出土品

等の整理作業を実施し、昨年度発掘調査報告書を刊行

し、完了したところでございます。 
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 コンテナ換算で680箱もの膨大な出土品が出土して

おります。これらの出土品につきましては、現在、コ

ンテナに保管しているところでございますが、現在、

久慈市文化財保管展示施設内におきまして、久慈市歴

史民族資料室を開設して、発掘資料等も展示してござ

います。 

 今年度、緊急雇用事業を導入して、現在、文化財の

整理事業を展開しておりますので、その事業の中で、

その外里遺跡から出土した資料、現在展示している資

料と入れかえ等して、一般の方々が見ることができる

よう資料の活用を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  先ほど保留の答弁いただきました。

私のしゃべったのは、文科省とエネルギー庁で紹介し

ましたけども、経産省との副読本ということで、その

分について私は承知しておりませんけれども、内容的

には、いわゆる原発安全神話ですね。この原子力発電

所は幾重にも保護されて危険はないんだというのとか、

津波や大地震があっても大丈夫だというのが、基本的

な記述になってると思うんです。 

 そこで、それは内容の確認をして、やはり今、安全

神話が総崩れになっているわけですから、内容を確認

のうえ、適切な処置をするということをお願いしたい

と思いますが、改めてお願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの質問について、

私からお答え申し上げますが、この副読本でございま

すが、先ほど学校指導課長のほうからお答え申し上げ

ましたように、教科で子供たちに指導する、教育する

といったことについては、新しい学習指導要領の中の

中学３年生で取り上げられてくる授業であります。 

 その授業の中でも、いわゆるそのベクレルとかシー

ベルトとかっていうそういう単位、そこまでを言及す

るものではなく、指導するものではなくて、その放射

線なり、原子力そのものがどういうふうに活用される、

有効に活用されるだろうか、そういったことについて

の知識を教えるといったようなことになっておるわけ

です。 

 今、小野寺議員がおっしゃった、安全神話云々の件

については、これは副読本でございますから、教科そ

のものではなくて、例えば総合学習の時間であるとか、

それ以外の時間を使いながら、子供たちにしっかりと

した原子力についての教養を身につけていただくとい

ったことに使われるわけでございますので、そのこと

については正しい知識を得るといったようなことでの

活用をされるというふうに考えてございますので、以

上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それこそやっぱり、事実、真実を

探求するということで、そのとおりだと思うんですが、

いわゆる原子力発電所は安全だというのが、私の持っ

てるエネルギー庁、文科省との発行ではうたわれてい

るんですよ。そうすると、今の実態に照らして安全で

はなかったと、いろいろ問題があったということが明

らかになったわけでしょう。そういう点では、副読本

といえども、やっぱりそれは適切に処理する、場合に

よっては回収もするとか。文科省はホームページやら、

もう削除してるでしょ。そういうその内容を精査、確

認のうえ、回収も含めた適切な処理をされるべきでは

ないですかということを言ってるのですが、どうです

か。内容を確認のうえですよ。 

○委員長（澤里富雄君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまのご質問にお答え

いたしますが、先ほど申し上げましたように、副読本

の使用については、これは学校それぞれがそれぞれ判

断をして使っていくものでございます。したがって、

その内容が不適切なものであるとすれば、それは不適

切なものについては指導に使うことがないわけでござ

います。ですから、正しい教育、指導をするという面

で使用するというふうになるわけでございますから、

そこはご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどの学校課長の答弁ですが、こ

れが学校教育の中で、とにかく原子力発電所の事故が

発生をして、放射能が空気中に散在する中で生きてい

かなければならない子供たち、さらにその影響を受け

ているわけですよね。しかも、子供たちはヨウ素の検

査といいますか、特に福島では検査をするということ

でなってます。そういった意味では、ほんとに子供た

ちに放射能の危険性をきちんとその後について教えて

いくのは非常に大切だと思うんですね。 

 ご存じかと思いますが、ベクレルは鉱石から発生す

る放射線の単位ですよね。それから、シーベルトは人
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間に影響する単位なんですよね。そこもやはりきちっ

と教えておくことが大事だと思うし、そういった点で、

やっぱり今、副読本については余り明確に答弁ないん

だけども、３月に発刊して配付したと。３月11日に事

故が起きて、原子力が安全でなかったということが明

らかになった中で、やっぱり配付した当時は知らなか

った内容で、よく知らないというのは私は問題だと思

いますよ。やっぱり、きちんと精査をして、私は現実

は危ないものについては、きちっと対応していただき

たいと思いますので、お聞かせを願いたいと思います。 

 それからもう一つは、先ほどの荷軽部と戸呂町の閉

校の関係ですが、枝成沢も閉校して、枝成沢の地域で

は体育館については、中央公民館分館として位置づけ

ていただきまして、地域が管理するということで、非

常に地域では喜んでおるようです。それから、学校の

教室部分は柔道着の誘致企業が入って、有効に活用す

るというふうになってます。 

 戸呂町は22年経つんだけども、すべて木でつくって

て、すばらしい学校舎が残っております。残りますよ

ね。校舎も結局ということになりますと、もちろん地

元の関係になってきますし、あれと思うんですが、地

元の方々に経費の負担をかけないような、今言ったよ

うな、例えば中央公民館の分館とか、そういった形の

位置づけをして、地域に管理をお願いしていくという

ことが、ここでもあるいは荷軽部でも必要なのではな

いかと思うんですが、その点はどのようなお話し合い

になっているのか、地元の意向はどうなっているのか

をお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 それから、999円の問題ですよ。課長からは、３け

たと４けたの違いのあれで理解されてるというふうに

答弁あったんですけども、チケットを900円とか950円

とかっていうのは、1,000円未満ですから普通はそう

いったつけるんですよね。それが999円っていうチケ

ットが出たの今回初めてですよ。それはやはり市民の

皆さんは、ほんとは1,000円でやりたいんだというこ

とだけども、そういう今言った基準があるからやむを

得ず999円ということを設定したわけですから、ぜひ

さっきの館長さんは、市民に開かれたホールをつくっ

ていくんだということを方針があるならば、やはり少

しでも市民の皆さんが使い勝手のいい、やっぱり状況

にもっていくということが必要であります。 

 そういった意味ではぜひ、仙台のすぐ北の市をちょ

っと今ど忘れしましたが、そこではそうなっています

から、そういった意味ではそこも同じような規模の文

化会館を持っておりまして、1,000円以下というふう

になってるんですよ、2,000円以下となってるんです

よ。そういった意味では、そういう改善を図るなりし

ていただきたいと思います。 

 もし、そちらでできなければ、議員提案権もありま

すから、提案権として出すことも考えられますし、い

ずれ我々もそういう提案権を持ってますから、皆さん

方と相談してやることもありますが、いずれそういっ

た声があるということもぜひお考えいただきたいと。 

 合唱団とかお琴の団体とか、本当にああいう小さい

団体が1,000円でやりたいと。その壁があるんで、大

変だということを言ってますので、そういうところに

も耳を傾けていただきたいなと思います。 

 最後に、一般質問でちょこっと関連でお聞きしたん

ですが、学校給食の食材の安全性の確保の問題で、ま

だ多くの自治体では普及してませんが、何カ所かの自

治体では、既に食材の放射能検査をし始めております。

というのは、やっぱり成長過程にある子供さんたちに

安全な食材を、放射能に汚染されない食材を提供する

のは当然のことでありますから、そういった面からい

えば、独自にやるのか、あるいはどっかに委託してや

るのか、あるいは給食協会に委託してやるのか、いろ

いろな方法があろうかと思いますが、いずれ子供たち

に放射能を汚染されない、汚染された食材は使用して

はならないと私は思うんですが、そういった意味の検

査体制、どのようにつくっていこうとしているのかお

聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうからは、原子力に

関する教育についての部分についてお答え申し上げま

すが、先ほども小野寺委員の質問に答えたとおりでご

ざいますけども、文科省それから資源エネルギー庁で

作成した「わくわく原子力ランド」あるいは「原子力

ワールド」といったような副読本でございますが、こ

れについては原子力というのは一体何なのかといった

ようなことから始まりまして、なぜ原子力が必要だっ

たのか。それから、事故についての対策、それらにつ

いてを内容としたものであるわけです。 

 絶対にそういった措置を講じて、事故が起きないよ

うにしていくといったようなことも内容については入
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っているわけでございまして、これは当然それらは必

要な事項であるというふうに私は思っております。 

 先ほど申し上げましたように、子供たちにこの副教

材や副読本を使って教育する際には、当然正しい内容

であるが故に、それを指導していくわけでございます

けども、内容について不都合な部分というか、問題の

ある部分があるとすれば、そこのところは指導しない

のは当然な話だというふうに思ってございまして、私

はそれぞれの学校でそれは判断をされるというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  戸呂町小学校のこと

について、閉校後の学校の利用に関しての地元の意向、

何かないのかというご質問のようかと思いますけれど

も、お答えを申し上げます。 

 特に今のところ、地元のほうからこういう施設に利

用したいというふうな具体的なことについては、何も

聞いておらない状況でございます。教育委員会、市の

ほうからは、この学校の利用について、閉校記念実行

委員会の会長さんに対しまして、施設の地元での利用

について、皆さんと相談をしていただきたいというふ

うなことでお願いはしてございます。荷軽部小学校に

ついても同様でございます。 

 それから、教育委員会といたましても、さまざまな

枝成沢小学校をはじめ、麦生の中学校の閉校後の利用

方法でありますとか、あるいは県内外における閉校後

の利用状況、利用の実態等について情報を提供をして

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  それでは、アンバー

ホールの使用料についてお答えを申し上げます。 

 利用者の方から考えますと、チケット代を高く、そ

して使用料が安いという形のほうが事業等運営してい

くうえでは有利であるということは認識いたします。

しかしながら、アンバーホールにおきましては、先ほ

どもお話したように、もともとコストに対して安い料

金に設定していることや、受益者負担という考え方も

ありますので、ご理解をいただければと思っています。 

 なお、久慈市文化会館アンバーホールにおきまして

は、社会教育や芸術文化等を振興していただく認定団

体につきまして、例えば1,000円未満の入場料の場合

には、50％の使用料の減額措置もあることもあわせて

ご理解いただきたいと考えております。 

 しかしながら、他の館等の運営方法も参考にし、こ

れからも市民により利用していただきやすい文化会館

の運営に努めてまいりたいと思いますし、宮城県のそ

の施設に関しても勉強してみたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  佐々木学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（佐々木成人君）  放射能に

かかわっての給食の安全の確保についてお答えをいた

します。 

 現在、原子力安全委員会が設定した指標をもとに、

厚生労働省で暫定規制値を定め、これを上回る食品な

どは食用に供されることがないように食品衛生法で規

制されております。 

 規制値を超える物は、市場に流通させない取り組み

がなされているところでありますが、稲わら等の問題

等があったことから、当給食センターでは国や岩手県

などの公表データを注視しながら、安全・安心な給食

を提供してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  給食センターですが、そうすると、

国・岩手県がやってることを注視していくといいます

が、学校給食協会等も含めて食材を提供しているわけ

ですけれども、その食材を提供している団体等では検

査体制がないのか。 

 私はやっぱり、かなり学校給食協会とか入ってきて

いるわけですけども、そういった意味では、特にこれ

から生魚とか、野菜とか、さまざま入ってきておりま

すけども、今はかなり冷凍食品使ってますからあれで

すが、そういった意味では、食材が大量に入ってくる

箇所が流通ルートであるわけですよね。 

 そういった中での、そういったところに検査を要求

していくとか、あるいは、みずからがどこか委託をし

て、この分については久慈市が独自にやるとかってい

うふうなきちっと方針を持たないと、なかなか他力本

願でどうも安全でないなというみたいな感じがするん

ですが、その点のきめ細かな対応が必要ではないかと

いうふうに思うんですが、お聞かせください。 
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○委員長（澤里富雄君）  佐々木学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（佐々木成人君）  今、ご質

問がありました学校給食会でございますが、これは財

団法人岩手県学校給食会でございまして、私どもも食

材を購入してございます。県内のセンターの大部分で

も学校給食会から購入しておるわけでございますが、

現在、放射性物質を検査する機器を導入したと聞いて

ございます。そちらのほうから情報等、共有化を図り

ながら、私どももそれを進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、11款災害復旧費、質疑を許します。桑田委員。 

○桑田鉄男委員  災害復旧全体の考え方についてであ

ります。単独で復旧する場合、これはその当該地区の

要望等も入れながらの、若干は改良を加えた形での復

旧工事がされておりますが、いわゆる国の査定を受け

て復旧工事が行われる場合、原形復旧ということにな

っているようでございます。場所によっては、何年か

おきに国の査定を受けた復旧工事が行われるという状

況もございます。 

 午前中の土木費のところでも出たんですが、改良を

加えた形での復旧のほうが、後々の財政負担を減らす

ためにも効果的と思います。東日本大震災の発生から、

きのうで７カ月を経過したわけでございます。今回の

大震災発生なり、全国的に自然災害が多発をしており

ます。こういうときにこそ、市長会とかいろんな機会

をとらえて、国に対して改良復旧の考え方を強く要望

をしていくべきと思いますが、このことについての市

長の考え方をお尋ねをします。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  災害復旧に当たって、原形復

旧ではなく改良復旧を行うべきである。また、その考

え方に沿って、国に制度設計をやるように要望すべき

であると、こういうことでありますけれども、ご質問

の趣旨に沿って、これからも行動展開してまいりたい、

このように考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、12款公債費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 14款予備費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、歳出の質疑を終わります。 

 次に、財産に関する調書について説明を求めます。

菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  財産に関する調書につい

てご説明をいたします。 

 378ページ、379ページをごらん願います。 

 １公有財産、（１）土地及び建物（総括）からご説

明をいたします。 

 この表の区分の縦の欄中、本庁舎から公共用財産ま

でが行政財産、山林から雑種地までが普通財産であり

ます。 

 まず、土地でありますが、決算年度中増減高の合計

欄、一番下の合計欄の左から二つ目の数字になります

が、8,512平方メートルの増は、大川目地区圃場整備

事業創設用地の取得、都市計画道路下長内旭町線残地

の寄附等によるものであり、決算年度末現在高の合計

は、2,222万2,965平方メートルとなっております。 

 次に、建物でありますが、379ページ、一番下の合

計欄の右から二つ目の数字になりますが、木造及び非

木造を合わせた延べ面積の決算年度中増減高の合計額

では、141平方メートルの減となっております。これ

は、栄町地区市営住宅寺里団地、外１件の建築による

増、並びに山地形成促進施設、外５件の東日本大震災

による流出、その他解体撤去等による減によるもので

あり、決算年度末現在高の合計は、22万6,907平方

メートルとなっております。 

 次に、380ページ、381ページになります。 

 このページは、ただいま説明をいたしました土地及

び建物の総括表を行政財産及び普通財産ごとに分類を

したものであります。ただいまの総括表の説明でご了

承いただきたいと存じます。 

 次に、382ページ、383ページになります。 

 まず、（２）イ、山林（普通財産）でありますが、

面積の決算年度中の増減はありません。 

 次に、立木の推定蓄積量でありますが、２万6,001

立方メートルの増は、市有林現況調査結果等によるも



－82－ 

のであり、決算年度末現在高の合計は33万5,936立方

メートルとなっております。 

 次に、（４）物件でありますが、決算年度中の増減

はありません。 

 次に、（６）有価証券でありますが、決算年度中の

増減はありません。 

 次に、384ページ、385ページとなります。 

 （７）出資による権利でありますが、決算年度中の

増減はありません。 

 次に、386ページから391ページまでの２物品は、取

得価格80万以上の重要物品について、決算年度中の増

減高をあらわしたものであります。決算年度中におい

て、８点の減となり、決算年度末現在高は467点とな

っております。 

 次に、392ページになります。 

 ３債権でありますが、災害援護資金貸付基金は、償

還により18万円の減となり、決算年度末現在高は253

万円となっております。 

 地域総合整備資金貸付金は、医療法人健生会及び北

日本造船株式会社久慈工場に対する貸し付けによるも

ので、償還により4,030万6,000円の減となり、決算年

度末現在額は２億6,181万7,000円となっております。 

 下水道事業受益者負担金及び漁業集落排水事業分担

金においての決算年度末現在額は、下水道事業受益者

負担金は5,357万円、漁業集落排水事業分担金は138万

5,000円となっております。 

 医師養成奨学資金貸付金は、決算年度末現在高は

2,040万円となっており、次の医師滞在等資金貸付金

は、決算年度末現在高は1,000万円となっております。 

 次に、４基金でありますが、決算年度中に増減のあ

りました基金についてのみ説明いたしますが、まず

（１）財政調整基金は３億9,602万9,000円を積み立て

し、決算年度末現在高は10億9,267万4,000円となって

おります。 

 次に、（２）市債管理基金でありますが、647万

7,000円を積み立てし、決算年度末現在高は１億1,606

万8,000円となっております。 

 次に、393ページになります。 

 （４）ふるさと活性化創造基金でありますが、

4,529万3,000円を積み立てし、決算年度末現在高は２

億6,844万8,000円となっております。 

 （７）国民健康保険高額療養資金貸付基金及び

（８）福祉医療資金貸付基金でありますが、別に配付

をしております定額の資金を運用するための基金の運

用状況によりご了承願います。 

 次に、394ページになります。 

 （10）魚市場建設基金でありますが、４万2,000円

を積み立てし、決算年度末現在高は1,686万9,000円と

なっております。 

 次に、（13）奨学金貸付基金及び395ページの

（14）応急生活資金貸付基金でありますが、別に配付

をしております定額の資金を運用するための基金の運

用状況によりご了承を願いたいと存じます。 

 （15）長寿と健康のまちづくり基金でありますが、

1,110万7,000円を取り崩し、決算年度末現在高は

2,265万3,000円となっております。 

 （16）介護保険高額サービス資金貸付基金でありま

すが、別に配付をしております定額の資金を運用する

ための基金の運用状況によりご了承願います。 

 （17）ふるさとの水と土保全基金でありますが、１

万円を積み立てし、決算年度末現在高は3,377万4,000

円となっております。 

 （18）肉用繁殖牛特別導入事業基金及び396ページ

の（20）岩手県収入証紙購入基金でありますが、別に

配付をしております定額の資金を運用するための基金

の運用状況によりご了承を願います。 

 次に、（21）地域コミュニティー振興基金でありま

すが、１億115万5,000円を積み立てし、決算年度末現

在高は５億358万6,000円となっております。 

 以上で、財産に関する調書の説明を終わります。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。 

 認定第１号「平成22年度久慈市一般会計歳入歳出決

算」は、認定すべきものと決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（澤里富雄君）  起立多数であります。よっ

て、認定第１号は認定すべきものと決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は、午後３時といたします。 

    午後２時42分   休憩   
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──────────────────── 

    午後３時00分   再開   

○副委員長（畑中勇吉君）  審査を継続いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第２号 平成22年度久慈市土地取得事業 

          特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第２号「平成22年度

久慈市土地取得事業特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。 

 認定第２号「平成22年度久慈市土地取得事業特別会

計歳入歳出決算」は、認定すべきものと決することに

ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第２号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第３号 平成22年度久慈市国民健康保険 

          特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  続いて、認定第３号「平

成22年度久慈市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」

を議題といたします。 

 事業勘定、歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  一つお尋ねいたします。保険証交

付の問題で、資格証明書とそれから短期の交付ですね。

短期は６カ月ですか、３カ月６カ月、その内容を含め

て、その交付状況をお知らせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  ご質問のありました被保

険者証の短期証の交付状況ということでございますが、

23年９月１日現在となりますけれども、820世帯、被

保険者数にいたしますと1,665人ということでござい

ます。 

 それから、資格証でございますが、９世帯、16人と

いうことでございまして、短期証のほうの内訳でござ

いますが、ちょっとお待ちください。 

 大変申しわけございません。資料が今ございません

が、昨年から３カ月というものについては制限する形

になっておりますので、６カ月で交付しているという

ことでございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  資格証明書の問題でいえば、９世

帯ということですが、極めて限定的な取り扱いだと思

うんですね。そこで、いわゆる担税力がありながらも

収めていないというのは、基本的にこれに該当すると

いうふうに受けとめてよろしいですか。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  ご質問のありました資格

証の交付ということでございますが、これは短期証に

つきましては、いわゆる担税力が──。 

   〔「資格証明書」と呼ぶ者あり〕 

○市民課長（浅水泰彦君）  資格証明書につきまして

は、担税力がありながらも、なおかつ納税いただいて

いないということでのペナルティーというふうなこと

での取り扱いとなっております。それにつきましては、

状況等調査したうえで、再三納税のお願いをしている

にもかかわらず納税いただいていない方ということで、

やむを得ない措置だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  国保の保険証の件なんですけども、

ことし８月だったと思います、新しくなったと思いま

すけど、今までは名前に振り仮名がついてたんですけ

ども、ことしからは振り仮名がついてないということ

で、近年、難しい名前の子供さんが多いもんですから、

何か理由があってそうされたのか、そこをお聞きした

いということと、それから、受診された方の結果をあ

る程度何カ月分かまとめて個人に通知されますよね。

あれはどういった基準っていうんですか、何か基準か

何かあって出されていると思うんですけど、基準的な

ものとか、そこら辺をちょっと教えていただきたいと

思うんですけど。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  まず１点目の保険証の振
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り仮名の件でありますが、大変申しわけございません。

これにつきましては、切りかえの時点でシステム上の

問題だと思いましたが、ちょっとその経緯については

今承知しておりませんので、委員会終了後、ちょっと

調査して情報提供させていただきたいと思います。 

 それから、医療費通知の件でございますが、これに

つきましては、２カ月分を単位といたしまして、それ

ぞれの被保険者といいますか、世帯の方に１世帯分を

通知申し上げているということで、これにつきまして

も、皆さんの医療費の状況をご承知いただいたうえで、

できる限り医療費の抑制といいますか、あるいは健康

管理というところに用いていただきたいという趣旨で

ございます。２カ月を単位としております。 

 以上です。 

○副委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということは、保険証に関しては、

やはり当局としても、やはり振り仮名があったほうが

ベターだという考えですよね。というのは、レセプト

で１字間違うと戻ってきますから、ひとつよろしくお

願いします。 

○副委員長（畑中勇吉君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいまの振り仮名

の件ですけれども、確かに広報等で見てましても、誕

生された方々の振り仮名がないと非常にどういう名前

なのかわかりづらい部分がございますので、どういう

わけで振り仮名が振られなかったのかという部分がご

ざいますけれども、いずれ振る方向でちょっと検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは、この保険証のことです。こ

れがそうなんですよね。小さくして持ち歩きが便利か

もしれませんが、非常に紛失もしやすいと。しかも、

薄すぎてカードはカードってわかるんですけども、非

常にそのぐあいがよくないです、これは。再検討して

いただきたい。ただ、小さければいいっていう問題じ

ゃないし、薄すぎてもいいということないし、本当に

これだと振り仮名も入るスペースがないです。ぜひこ

れは再検討していただきたいというのが第１点です。 

 それから、今２カ月に一遍、はがきであなたはどこ

の病院に行って何ぼかかってますよと来ます。あれ、

私要らない経費だと思いますよ、私は。国の指導でや

らなければならないのどうかわかりませんが、いずれ

ああいうことをするよりも、むしろ軽いうちに病院に

かかればいいんだし、そうすると医療費もかからない

んだし。そういった意味では、非常にあれは私はよろ

しくないと、廃止してもよろしいんじゃないかと思い

ますが、その点いがでしょうか、お聞かせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  １点目の保険証の紙質と

いいますか、その点に関しましては、ほかの保険であ

ればプラスチックのカードとかなっておるわけであり

ますが、当国保の場合には紙ベースということで、ご

指摘のとおり確かに管理上ちょっと管理しづらいとい

う面があるというふうな認識はいたしております。今

後、そのプラスチックカード化できるか、その辺につ

きましては検討をしてみたいとは思いますが、ちょっ

とお約束まではちょっとできかねますので、ご了承を

いただきたいと思います。 

 それから、医療費通知の件でございますが、これに

つきましては、先ほども小栁委員にお答えいたしまし

たけれども、やはり医療費というものをみずから把握

いただきたいということが趣旨なわけですが、この経

費につきましては、特別調整交付金というふうな形で

財政措置されているもので、特に当市国保の部分で別

段の負担ということではなくて、その必要額について

は措置されているということでございまして、財源が

あるからいいんだということではなくて、やはり必要

なものだというふうな認識のもとで行っているもので

ございますので、ご了承いただきたいと思います。 

○副委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  どうしてもやりたかったら回数減ら

してくださいよ。２カ月に一遍はないですよ、こんな

の。通知来たって見ないです、ああいうのは大体。見

りゃあ見るけども、それが見たから病院にかからない

というのじゃなくて、何が目的だかわかんない。医療

費が抑制、かかってるから行くなということでやって

るかもしれませんけど、そうはいかんですよ、やっぱ

りね。よくないです、要らない。金をかけるんだった

ら、もっと必要なことにかけてください。これ２カ月

に一遍は要りませんので、最低でも半年に一遍とか、

１年に一遍とかしてもらって、要らないお金を使わな

いようにしていただきたいんでが、お聞かせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 
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○市民課長（浅水泰彦君）  これにつきましては、医

療費通知につきましては、市独自のシステムではなく

て、国保連での共同処理というふうなことになってお

りまして、なかなかそれを当市のみをその期間を変更

するということは、これはできかねる部分でもござい

ますし、いずれそれから先ほどお話申し上げました調

整交付金の交付の条件といたしますと、やはり２カ月

に１回というふうなことが交付の基準というふうにな

っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入を質疑を許します。

濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  この問題私は必ず触れなきゃならな

いと思ってます。というのは、決算見ると、22年度も

9,000万の一般会計の繰り入れがあったというふうな

ことで、会計を維持しているというようなことであり

ます。 

 これまで、合併してからこの一般会計の繰入金総額、

幾らになっているのかというのを教えていただきたい。

そしてまた、日ごろこの診療所に一日当たりどういっ

た患者さんが見えているのか、一日当たりの来院数を

教えていただきたい。 

 これは久慈市も、歴史的には侍浜診療所、あるいは

宇部診療所、山根診療所等あったわけです。が、しか

しながら、終局において廃止をしてきたという経過が

あります。そういった意味において、やはり私は将来、

こういう財政難の折に財源手当をしていかなきゃなら

ない、そういった状況というのは非常に厳しいものが

あると私は思っております。 

 決して、あるのをなくすということは大変なこれは

勇気がいることですし、地域の人の理解を得なければ

もちろんならないわけですけれども、しかし、そうい

った努力はやはりしていくことが肝要だと私は思うわ

けですけれども、考え方をお聞かせいただきたい。 

○副委員長（畑中勇吉君）  賀美国民健康保険山形診

療所事務長。 

○山形診療所事務長（賀美吉之君）  お答えいたしま

す。 

 繰入金でございます。18年度から申し上げます。18

年度は6,327万4,820円、19年度、7,935万2,358円、20

年度、8,587万2,258円、21年度は7,653万8,648円、そ

して22年度は9,050万7,000円でございます。ちょっと

集計はしてございませんでした。ご了承願いたいと思

います。 

 それから、１日当たりの外来の患者様でございます。

52人でございます。 

 それから、３点目については、非常に難しい問題で

ございます。山形診療所の運営といいましょうか、山

形町唯一の医療機関でございますので、地域住民が安

心して生活の確保、そして健康の維持管理、維持増進

が果たせるようにというもので、地域住民の健康を守

っていく、そういうふうにこれからも患者様のサービ

ス等に努めて必要なんだというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第３号「平成22年度

久慈市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」は認定す

べきものと決することに賛成諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  起立多数であります。よ

って、認定第３号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第４号 平成22年度久慈市老人保健特別 

          会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第４号「平成22年度

久慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」を議題といた

します。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第４号「平成22年度

久慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」は認定すべき

ものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第４号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第５号 平成22年度久慈市後期高齢者医 

          療特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第５号「平成22年度

久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 歳入、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  この後期高齢者医療制度、これは

現政権の公約として、速やかに廃止をするということ

でしたけども、公約の見直しが続く中で、見直しも陰

をひそめてきて、依然としていわゆるお年寄りの医療

差別が続いて非常に残念なわけですが。それはさてお

きまして、この保険料が次期計画でどういう見込みに

なるのか。その点、試算等されてるかと思うんですが、

おわかりでしたらお聞かせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  後期高齢者医療制度の次

期保険料の見直しの見通しといいますか、見込みとい

うことでございますが、現時点でそういった情報につ

いては入っておらないところでございますが、現行均

等割３万5,800円、所得割が6.62％という保険料率に

なっておるわけですけれども、その制度の改正見通し

の部分も委員おっしゃるとおり、やや先送りというふ

うな形になっておりまして、今現在情報を持ち合わせ

ていないところでございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第５号「平成22年度

久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」は認定

すべきものと決することに賛成諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  起立多数であります。よ

って、認定第５号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第６号 平成22年度久慈市介護サービス 

          事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第６号「平成22年度

久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第６号「平成22年度

久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」は認

定すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第６号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第７号 平成22年度久慈市魚市場事業特 

          別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第７号「平成22年度

久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出決算」を議題とい

たします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第７号「平成22年度

久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出決算」は認定すべ

きものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第７号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第８号 平成22年度久慈市漁業集落排水 

          事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第８号「平成22年度

久慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。桑田委員。 

○桑田鉄男委員  この事業は、いわゆる漁業集落環境

整備事業に伴う生活排水等の処理をする部分なんです

が、いわゆる漁港背後地の生活環境を整えるという部

分では、漁業集落環境整備事業、大変有効な事業なわ

けでございます。桑畑が終わって、現在小袖に入って

おるわけでございますが、今後のこの事業環境整備事

業の導入の計画についてお尋ねをします。 

○副委員長（畑中勇吉君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  漁業集落排水事

業の事業計画についての質問にお答えいたします。 

 小袖地区につきましては、現在、事業をしておりま

して、25年度を目標に今現在進めているとこでござい

ます。次の予定としまして、白前、本波地区、大尻地

区を予定しておりますが、これにつきましては、基礎

調査等が必要でありますので、現在の状況ですと24年

度、もしくは25年度から基礎調査に入って、計画を進

めていきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第８号「平成22年度

久慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」は認

定すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第８号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第９号 平成22年度久慈市公共下水道事 

          業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  認定第９号「平成22年度

久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  下水道のいわゆる終末処理場の関係

ですが、３・11の関係での被害がたしかあったという

ふうに思うんですけれども、その改修状況といいます

か、現時点どうなっているのか。 

 それから今、市営野球場があって貸してるんですけ

ども、将来拡張が当然必要になってくるわけですが、

その計画はどんな状況になっているのかお聞かせくだ

さい。 

○副委員長（畑中勇吉君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  下水道の処理場に関す

るご質問にお答えいたします。 

 まず、３・11の東日本大震災にかかわっての関係で

ございますが、汚水が流入する一番最初の施設になり

ますが、沈砂池ポンプ棟という施設ですが、これは施

設の機能といたしましては、汚水に含まれる固形物と

か砂、そういった物を取り除いて、水処理工程のほう

にポンプアップする施設でございます。こちらに海水

が浸水いたしまして、電気機械設備が被災を受けまし

た。若干利用者の方々に水道の使用の制限をしていた

だいた部分もございますけども、復旧に努めまして、

３日後には応急復旧をして処理機能を確保したところ

でございます。 

 現在は、先日行われました公共災害復旧の査定を受

けまして、実施の契約事務を進めている段階でござい

ます。今年度末には何とか復旧したいということで、

早期復旧に努めてまいりたいと、こういうふうに考え

ております。 

 あと、野球場目的外使用の関係でございますけども、

現在、水処理施設、オキシデーションディッチの予定

の用地に、まだ流入量がそれほど入っていないという

ことで、そこを目的外使用の許可をいただきまして、

仮設の野球場、市営球場に利用しているという状況で

ございます。 

 現在、処理量が2,700トンほどの処理量能力でござ

いますが、約８割弱の流入量になってございます。そ

れで、今年度から水処理の増設を計画しております。

これは、今年度から26年度にかけての建設になります。

この段階では、物理的には野球場との位置的な関係は

図られるというふうに考えております。ただ、その後

につきましては、さらに流入量が伸びた場合には、野

球場のほうが障害になってくると、そういう状況にな

ってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 
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 それでは採決いたします。認定第９号「平成22年度

久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」は認定

すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第９号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第10号 平成22年度久慈市水道事業会計 

          決算   

○副委員長（畑中勇吉君）  次に、認定第10号「平成

22年度久慈市水道事業会計決算」を議題といたします。 

 それでは、一括質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  一括ですので大変なんですよ。一つ

は、久慈市と山形村の合併で、いわゆる旧山形村のほ

とんどが簡易水道なんですよね。当然その旧久慈市は

すべて上水と簡水が一体となっているわけで、当然山

形もそうなってくるだろうというふうに思うんですが、

旧山形町のほうについては、簡水のままずっといくの

か、上水ということにする気なのか、その辺ひとつお

聞かせください。 

 もう一つは、起債明細書が42ページからずらっとあ

るわけですが、最高の税率が4.70が最高なようです。

で、新しいのの利率が最大が1.10とかってなってるん

ですが、いわゆるその起債の償還の関係、高い利率の

やつを返して、なるべく利息を払わないということが

企業にとっては重要だと思うんですが、これまでも繰

り上げ償還をしてきたわけですが、この決算上の書類

を見て、今後繰り上げ償還可能な部分がどこなのか、

どういうことなのか、繰り上げ償還についてどのよう

な考えを持っているのか、まずお聞かせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいま山形町地内の水道の

あり方について質問がございました。これまで合併以

降ですが、山形町地内のまずは簡易水道についての整

備状況についてご説明を申し上げ、なお今後の統合簡

水、そのことについてを説明を申し上げて、答弁にか

えたいと思います。 

○副委員長（畑中勇吉君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  それでは、私からは旧

山形村の簡水の事業、こういったものの将来のことに

ついてのお話を申し上げたいと思いますが、今年度、

さきの一般質問でもお答え申し上げておりますけれど

も、この現在の簡易水道、３地区の簡易水道でありま

すが、川井地区とそれから関、小国、この三つの簡水

を統合する計画を今持っております。 

 このことについては、昨年度から債務負担行為でも

って、今年度２カ年の事業で今その計画の練り直しを

しているところであります。これをもって、今年度中

に事業の認可を経て、24年度から工事を始めたいとい

うふうに計画をしているものであります。 

 上水道との経営の統合、こういったものについても

将来的に考えていかなければならないと、そういうふ

うにとらえております。というのは、今現在、久慈市

における簡易水道、それから上水道、これについては

経理のほうは一本化されているわけであります。 

 山形町についても、現在のところはまだ統合された

もので今経理はされておりますけれども、これを水道

の経営、それから事業の経営、こういったものも一緒

にやっていかなきゃならない時期というものが当然出

てくるというふうにとらえております。時期的には工

事が完了した時点で全部をやっていくのかどうか、そ

ういったものも今見据えて計画を練り直しているとこ

ろであります。 

 私のほうからは以上であります。 

○副委員長（畑中勇吉君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  私のほうからは、

繰り上げ償還に係る問題ということでお答えしたいと

思います。 

 繰り上げ償還につきましては、平成19年、21年度で、

臨時特別処置として金利が５％以上のものということ

で実施した経緯がございます。そのときに市のほうと

しましても、水道事業所では１億6,620万ほどを借り

かえの対象として実施したところでございます。 

 22年度以降についてでございますが、この繰り上げ

償還につきましては、旧資金運用部のほうの旧簡水生

命保険資金等でございますが、これにつきましては

５％以上ということ等がございまして、現在、市のほ

うで企業債の借り入れ等の最大利率ということでござ

いますが、4.7％ということで現在繰り上げ償還の対

象とはなっていないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  先ほど私、計画を今持

っているというふうなお話を申し上げました。で、こ
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の計画について、コンサルから今、年内中には報告が

来るというふうにとらえておりますけれども、いずれ

その統合等々、これについて経営の統合、それから事

業の、事業といいますか、そのものについては、今後

の課題として、今とらえているところでございます。

いずれそういった一緒にならなければならない時期と

いうものが当然出てくるというふうにとらえておりま

す。 

 以上であります。 

○副委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  経営の統合については、そういった

意味では合理化していく必要かと思います。ただ問題

は、私はいつも求めているのは、いわゆるその簡易水

道はもともと採算があわない政策的な事業ですよね。

いわゆる安全な水を多少高くても住民の皆さんに供給

していくんだというシステムで、いわゆる一般会計が

負担をしてもってきた経緯があります。 

 久慈市の場合も、いわゆる簡水とかさまざま統合す

るときに、管の切りかえをするときは一般会計がきち

んと負担をしてやってきた経緯があります。そういっ

た意味ではこの山形簡水、それぞれについても、当然

一般会計でやりながら、整備したうえで上水に統合し

ていくんだということ。そういったことがなされない

と、まさに統合したことによって上水道の引き上げに

つながっては、いい水を廉価で供給するということか

ら外れていくわけですから、そういった意味では、む

げに上水道の企業経営に負担をかけないようなやり方、

いずれ十分配慮していただかないと、私ははいどうぞ、

統合してくださいとは言えないので、その点は十分こ

れからもきちっと企業側が受ける際に、そういった点

を点検をしながら私はやっていただきたいと思うので

すが、お聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つは、この企業債の返還の中で、５％以上で

なきゃできないところが、今見るとこれ見ると、最大

で４％以上が結構あるんですけど、４％の台はその繰

り上げ償還に該当しないということなのか、むこうが

認めないのか、その点お聞かせください。 

○副委員長（畑中勇吉君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  一般会計にかかわって

のご質問いただきました。いずれ私どもは、今この三

つの簡水を統合するに当たっての事業、これについて

は、国の補助金等をいただきながらやっていきたいと

いうふうにとらえておりますし、当然、一般会計から

のご負担もいただきたいというふうに思っております。 

 ただ、将来的には経営となった場合に、水道会計は

公営企業会計でやっているわけです。そういった中で、

その水道の使命というのが、当然、今委員からお話が

あったとおりでございますので、いずれ今後のその課

題としてはとらえられる分であります。 

 いずれ来年度からの事業の実施に当たっては、国の

補助金等を導入しながら、そういった有利な方法でも

って事業展開をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上であります。 

○副委員長（畑中勇吉君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  繰り上げ償還の利

率のことで再度質問いただきました。平成22年度から

平成24年度まで今回その対象期間になるわけですが、

これは年利５％以上が対象になるということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○副委員長（畑中勇吉君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  部長からいろいろとご答弁があり、

大変力強く第一印象を感じましたけども、具体的にも

ちろん何をやっていくにも経営というものについては

これはもう大原理原則ですけど、ただ私はそればりで

なく、特にこの山形地区の場合、大きな地震、大きな

雨、その都度濁水になるんですね。特に清水川のとこ

ろなんか。これ経営がどうとかこうとかという以前に、

本当に飲料水というものを公平に市民に提供していく

という原点に返れば、経営以前の問題なんです。 

 だから、何とか早目にこの小国・関・川井地区、一

緒に統合して云々なんという、それは立派なことです

し、ぜひやってもらいたい。その立つ場合に、特に、

いわゆる水源の調査・確保というのは、非常に慎重に

かつ確実にやっていただきたい。陸上から見えるもの

でもないし、なかなか地下水の場合は肉眼その他で手

探りでわかるものでないですから、場合によっては、

水源池というものをもう一回見直すなり、確実にそう

いう調査等もあわせてやって、水の安定供給に努めて

もらいたいなと、そのように思います。 

 今の時代に、地震のたびに葛巻町からタンクロー

リーでお世話になったとか、野田のほうから送っても

らったって、それ自体がもう今の時代の中で到底考え
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られない。ただし現実として、特に清水川の水源の汚

れてくるという部分については、ほんとに大変だと思

いますので、何とか予算面さまざまいろいろあろうか

と思いますけれども、そこを超えてぜひ早急にこの問

題に解決するためにも、先ほど部長からお話あったよ

うに可能な限り早急に確実に実行、実施していただき

たい、そのように思います。 

○副委員長（畑中勇吉君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  合併前に、旧久慈市の市長選

に当たって、私は水道の未普及地区の解消ということ

を一つの自分なりの課題として提起をさせていただき

ました。 

 その後当選をさせていただいた際に、ある議員から

今度市長になったあなたは、水道未普及地区、この解

消に努めるとこうは言っているが、しからば水道事業

上はどうなのかと、しっかりと財源を確保しながら、

いわゆる公営企業としてのその成り立ちができるのか

と、こういった厳しいご質問もいただいたところであ

りました。しかしながら、私は職員等の努力等々によ

りまして、その後未普及地区解消に向かって頑張った

わけであります。 

 ということで、そのときに私が思いましたのは、や

はり水道事業所として、いわゆる公営企業としての事

業の採算性、これを忘れた議論はしてはいけないのだ

と、このように自分に言い聞かせたところであります。 

 ただしかし、そしてその一方で、やはり安定的な上

水を供給することはこれは行政としても必要なことで

あると、こういったことから、今山形地区については、

簡易水道事業を進めてきていると、こういう状況にご

ざいます。 

 なお、あわせまして、統合簡水をさらに進めようと、

こういう段階を経ながら、先ほど晴山所長から答弁が

ありましたとおり、将来見据えて経営の一体化という

ところに向かってまいりたいと、このように思ってい

るところであります。 

○副委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第10号「平成22年度

久慈市水道事業会計決算」は認定すべきものと決する

ことにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（畑中勇吉君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第10号は認定すべきものと決しました。 

 この際、先ほどの公共下水道事業特別会計にかかわ

って、答弁の訂正がありますので、発言を求めます。

滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  それでは、先ほど久慈

市公共下水道特別会計の部分で、ちょっと誤答弁をい

たしましたので、訂正させていただきます。城内委員

さんの質問の中に、処理場にかかわっての質問でした

が、現在の処理能力は「2,700立米」というお話をい

たしましたけども、失礼いたしました。「3,400立

米」、現在の処理能力は「3,400立米」でございます。

それを26年度までの改築により5,400立米に増設した

いという考えでございます。 

 以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（畑中勇吉君）  以上で、本委員会に付託

された議案の審査は全部終了いたしました。 

 委員各位のご協力に対し、感謝を申し上げます。 

 これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 

    午後３時47分   閉会   

 

 

 


